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本調査研究の背景・目的及び手法 
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1. 背景・目的  

1-1 本調査研究の背景  

近年、核家族化などの社会的背景により、孤立し不安感を抱えながらの妊娠・出産や、孤

立した環境での子育てに陥ってしまう妊婦・子育て世帯が増加している。周囲に頼れる親族

や知り合いもいない状況の中では、子育てを行う者の精神的ストレスや負担感が増大し、う

つなどの精神面の不調やこどもへの虐待につながってしまうこともある。こうした状況の

回避のために、出産前から継続して、妊婦・子育て世帯が行政やその他の支援機関等とつな

がりをもち気軽に相談できる環境や関係性を構築するとともに、必要なときには支援・サー

ビスに確実につなげるような、妊娠期から出産・子育て期までの一貫した支援が必要とされ

ている。 

そのような支援の一環として、これまで、令和４年 10 月に閣議決定された「物価高克服・

経済再生実現のための総合経済対策」に基づき、令和４年度第２次補正予算にて「出産・子

育て応援交付金事業」が創設され、妊娠時から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じ

必要な支援につなぐ伴走型相談支援と、妊娠時・出産後に計 10 万円相当の経済的支援が一

体として実施されてきた。令和７年度より、伴走型相談支援については児童福祉法上の事業

として位置づけられる予定である。 

一方で、当該事業の伴走型相談支援に関して、これまで一律の実施方針等は示されてお

らず、実施方法や体制は本事業の実施主体である市町村が各地域の特性や事情に応じて創

意工夫を凝らして行っている部分も多いと想定され、自治体においては、支援実施体制の

整備や運用において苦慮しているケースも多いと考えられる。令和７年度からの制度化に

あたって、効率的・効果的に事業を行うための標準的な実施方針を示すガイドラインを策

定することや、これまでの実施状況を踏まえた事業実施の効果や課題の整理が求められて

いる。 

 

1-2 本調査研究の目的  

上記の背景のもと、本調査研究では、全ての自治体において効率的・効果的に出産・子

育て応援交付金事業を実施できるよう、当該事業の実施状況を把握し当該事業の政策目的

に照らして創意工夫を行っている自治体の取組事例を収集・横展開すること、令和７年度

より伴走型相談支援が児童福祉法上の事業として位置づけられることを踏まえ、標準的な

実施方針を示すとともに面談の質の向上や伴走型相談支援の取組促進に寄与するガイドラ

イン案を策定することを目的とした。 
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1-3 調査手法  

（１） 有識者検討会 

本検討会では、出産・子育て応援交付金事業の伴走型相談支援に関するアンケートやヒ

アリングを踏まえ、現状自治体が取り組んでいる状況をどのように評価すべきか、伴走型

相談支援をより効果的に実施するために特に重点を置くべき課題について諮問した。その

上で、伴走型相談支援の実施状況はどうか、どのような実施体制・形態で行われているの

か、事業趣旨に照らして全国的に展開すべき取組事例とはどのようなものか、効果的な事

業実施に向けた要諦は何か、事業の恒久化に向けた課題と必要な方策は何かについて、検

討した。 

 

＜本調査研究において掲出した主な問い＞ 

 

 

＜開催日程及び論点＞ 

回数 日程 論点・議題 

第１回 令和６（2024）年 

10 月７日 

本調査研究の趣旨・進め方の共有 

アンケート調査・ヒアリング調査の実施方針 

出産・子育て応援交付金事業のガイドライン作成に必要な観点・現状

課題に係る意見交換 

第２回 令和６（2024）年 

12 月 23 日 

実態調査の結果共有 

 ―アンケート分析結果のご報告 

 ―プレヒアリングを通じた好取組事例のご共有 

出産・子育て応援交付金事業のより効果的な実施に向けた方向性の議

論 

出産・子育て応援交付金事業伴走型相談支援のガイドライン等の作成

方針の確認 

第３回 令和７（2025）年 好取組事例のとりまとめに係る議論 
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３月６日 出産・子育て応援交付金事業のより効果的な実施に向けた方向性や課

題に関する議論 

出産・子育て応援交付金事業伴走型相談支援のガイドライン等案 

 

＜検討会での主な議論内容と明らかになった課題＞ 

回数 議論 課題 

第 1 回 ⚫ 伴走型相談支援の意義の浸透や効果の検証の仕方に

ついて 

⚫ アンケートでの調査項目の設定について 

・各面談の実施状況（特に経済的支援がセットになっ

ていない２回目の面談の実施率）や２回目の面談の効

果等の調査・検証の必要性について 

・アセスメント体制やフォロー体制の調査・統一の必

要性について 

⚫ ガイドラインで定めるべき範囲について 

・委託先等との情報のやり取りや責任範囲について 

⚫ アンケート設計について 

⚫ 伴走型相談支援の効果の検証

方法 

⚫ ２回目の面談の意義の検証 

⚫ 経済的支援との一体的な運用

の効果と来年度からの運用方

針の確認 

 

第２回 ⚫ アンケート調査結果について 

・委託率や委託の意義・効果の認知の必要性について 

・３回及び３回以外の面談による効果の検証について 

・ハイリスク家庭等への対応や未然防止の件数等、事

業の評価の基準について 

⚫ 重点を置くべき課題について 

・２回目の面談の実施率向上の必要性について 

⚫ ガイドラインの構成について 

・読みやすい構成について 

・掲載すべき事例や、各項目をどの程度詳細に定める

べきかについて 

⚫ ヒアリング先の選定について 

・選定基準・観点として含めるべき項目について 

⚫ ヒアリング項目について 

・未然防止につながった事例の深掘りについて 

・支援の継続性の担保に関する事例について 

 

⚫ 委託の意義や効果の認知の向

上 

⚫ ３回以上の継続した面談の効

果の検証 

⚫ ２回目の面談の実施率の向上 

 

第３回 ⚫ ヒアリング調査結果について 

⚫ 現状の取組と課題、対応方針について 

⚫ ２回目の面談の実施率の向上 

⚫ 委託の意義の認知向上 
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・２回目の面談と委託の意義の認知のために考えられ

る取組について 

・２回目の面談の実施率の向上のために考えられる取

組について 

・専門職等のスキルのばらつきと向上のための取組に

ついて 

・事業の量的・質的な評価の基準として考えられるも

のについて 

・記録の項目やアセスメント方法について 

⚫ 専門職のスキルの向上 

⚫ アセスメント方法や基準の統

一 

⚫ 事業の評価基準と PDCA サイ

クルの仕組みの構築 
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令和６年度度こども・子育て支援推進調査研究事業 

出産・子育て応援交付金事業における伴走型相談支援のあり方に関する 

調査研究 検討会 

委員名簿（敬称略） 

座長 
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委員（五十音順） 

 伊藤 篤  甲南女子大学人間科学部総合こども学科 教授 

 

 小川 由美 NPO 法人全国子育てひろば全国連絡協議会 理事 

   NPO 法人アンジュ・ママン 施設長 

 

 坂本 美里 兵庫県朝来市こどもみらい部子育て支援課こども健やか係  

課長補佐兼こども健やか係長 

 

 西野 剛史 東京都日野市子ども部子ども家庭支援センター母子保健係 

課長補佐 

 

 松浦 真理子 石川県加賀市市民健康部子育て応援ステーション 所長 

 

 

オブザーバー 

 こども家庭庁 成育局 成育環境課 
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（２） アンケート調査 

すべての市町村を対象に、伴走型相談支援の実施・検討状況や課題の把握を目的としたア

ンケート調査を実施した。 

調査実施に当たって、まずはアンケート調査票の設計を行った。続いて、調査票の確定後、

市町村に回答を依頼した。市区町村への回答依頼に当たっては、都道府県の協力を仰ぎ、ア

ンケート実施案内を送信した。 

アンケートの調査期間は、令和６（2024）年 11 月 15 日から 12 月 5 日とし、調査対象

とした 1,714 市町村のうち、有効回答数は 1,286 件（有効回答率 73.9%）となった。 

ここに、調査にご協力いただいた全国の市区町村のご担当者に御礼を申し上げたい。なお、

調査対象の抽出方法及び調査結果の詳細については第２章において詳述し、調査票は参考

資料に掲載した。 

 

（３） ヒアリング調査 

1）ヒアリング調査対象の抽出 

ヒアリング先は、アンケートの回答をもとに伴走型相談支援において特徴的な取組が見

られる自治体を選定した。 

ここに、調査にご協力いただいた市区町村のご担当者に御礼を申し上げたい。なお、調

査対象の抽出方法及び調査結果の詳細については第３章において詳述した。 

 

2）ヒアリング調査の実施概要 

令和６（2024）年 12 月 16 日～令和７（2025）年１月 29 日にかけてヒアリング調査を

実施した。調査対象は次表の通りである。 

図表 1 調査対象とした自治体とヒアリング調査実施時期 

＃ ヒアリング対象 実施形式 実施日 

１ 東京都東村山市 オンライン（Zoom） 令和６（2024）年 12 月 16

日 

２ 茨城県龍ケ崎市 オンライン（Zoom） 令和６（2024）年 12 月 16

日 

３ 千葉県印西市 オンライン（Zoom） 令和７（2025）年１月 15 日 

４ 長野県山ノ内市町 オンライン（Zoom） 令和７（2025）年１月 20 日 

５ 兵庫県淡路市 オンライン（Zoom） 令和７（2025）年１月 23 日 

６ 広島県東広島市 オンライン（Zoom） 令和７（2025）年１月 23 日 

７ 岐阜県飛騨市 対面（古川町総合保健福祉センター

（ハートピア古川）） 

令和７（2025）年１月 27 日 
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８ 千葉県松戸市 対面（松戸市中央保健福祉センター） 令和７（2025）年１月 29 日 
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1. 調査手法  

1-1 アンケート調査の概要  

（１） 調査対象 

市区町村調査については、全 1,741 市町村を対象にアンケートを行った。 

（２） 調査方法 

エクセルシートを用いて調査票を作成し、各都道府県経由でメールにて送付した。その後、

回答済みエクセルシートをメールにて回収・集計した。 

（３） 調査内容 

アンケート調査は、主にガイドライン作成を念頭に、作成に必要となる観点を取り入れた

設計とし、効果的な実施方法や各市町村における出産・子育て応援交付金事業の実施状況や

事業継続の課題等を把握することを目的とした。 

具体的な調査項目は以下のとおりである。なお、巻末の参考資料に調査票を掲載する。 

 

１.自治体情報の把握 

 所属部署名等 

 市町村名・自治体コード 

 所属部署の所管業務 

 

２.当該事業の実施状況の把握 

（※以下、本報告書内では、妊娠の届出時の面談を１回目の面談、妊娠８か月頃の面談を 

２回目の面談、出生後の面談を３回目の面談と呼称する） 

 １～３回目の面談及び３回以外の情報発信・随時受付の実施方法/実施場所/ 

実施体制/委託有無 

 ２回目のアンケートの実施状況 

 アセスメント方法 

 面談の継続性担保の為の取組 

 相談支援に関する団体や組織との情報連携 

 自治体独自の給付（上乗せ支給等） 

 

３.デジタル活用状況の把握 

 面談予約の受付方法 

 面談記録の対象・方法・保存方法・記録項目 

 

４.持続可能な運用の検討 
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 事業実施上の課題 

 事業の継続・定着化に向けて必要な国からの支援 

 

５.支援の効果の把握 

 相談支援の効果 

 面談の質向上のための PDCAサイクル実施の有無 

 

６.好事例の収集 

 伴走型支援により、虐待等の未然防止につながった事例 

 自治体における特徴的な取組・工夫 

 ヒアリング・事例化の可否 

（４） 調査期間 

令和６年 11 月 15 日～令和 6 年 12 月 5 日 

（５） 回収結果 

調査対象とした市町村 1,741 のうち、有効回答数は 1,286 件で、有効回答率は 73.9％と

なった。 

 

以下、主要な調査項目に関する調査結果について、次ページ以降で考察の結果もあわせて

とりまとめた。なお、すべての質問の単純集計結果については、巻末の参考資料を参照いた

だきたい。 
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2. 調査結果  

2-1 調査結果の概要  

アンケート調査について、調査結果概要を以下に述べる。各設問の結果については、「２

-２調査結果の詳細」にて詳述する。 

 

①自治体属性・伴走型相談支援の実施状況 

【自治体属性】 

自治体において伴走型相談支援を担当する部署は、98.1%が母子保健、18.7%がこども

家庭福祉の業務を所管していることから、多くの自治体では母子保健を所管する部署が伴

走型支援を担当している。一部の自治体では、母子保健とこども家庭福祉両方の業務を所

管する部署が伴走型相談支援を担当している様子が伺える。 

 

【実施体制】 

１～３回目までの面談及び３回以外の面談いずれにおいても「こども家庭センター

（※）の保健師・助産師等医療の専門職が対応」すると回答した自治体が 87%以上と最も

多かった。面談及び関連する業務を委託していない場合、その理由として、いずれの回の

面談においても、「委託の必要性がないため」と回答した自治体が 88%以上と最も多かっ

た。 

また、面談を委託している割合は、1,２回目の面談及び３回の面談以外の随時の相談

では 10%以下、３回目の面談では 20.1%であった。 

 

【実施方法】 

面談の実施方法として、１回目の面談においては、「来所による面談」が 99.5%と最も

多かった。２回目の面談においては、「来所による面談」が 76.3%と最も多かったが、「訪

問による相談」や「電話による相談」も 65%以上であった。３回目の面談においては、

「訪問による相談」が 94.9%と最も多く、「来所による面談」は 42.5%であった。３回以

外の随時の相談では「来所による面談」が 94.3%、「訪問による面談」が 88.6%、「電話に

よる相談」が 82.7%であった。 

来所による面談の実施場所は、いずれの回の面談においても「こども家庭センター」が

77%以上と最も多かった 

 

【２回目の面談について】 

 ２回目の面談については、その意義や実施率について調査・検証が必要であるという意

見が検討会にてあがったことから、関連する設問を設けた。 
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２回目の面談時のアンケートの実施率は、出生数が０-49 人の自治体では 88.7%、出生

数が 50-149 人の自治体では 95.6%、出生数が 150-399 人の自治体では 96.9%、出生数が

400 人以上の自治体では 98.5%であり、出生数の多い自治体ほどアンケート実施率が高い

傾向にあるが、いずれの規模の自治体でもアンケート実施率は 88%以上であった。 

また、２回目の面談時のアンケート方法は、「紙媒体での実施」が 54.2%と最も多かっ

た。 

 

２回目の面談の対象者は、「全妊婦」である自治体は出生数が０-49 人の自治体では

61.1%、出生数が 50-149 人の自治体では 44.0%、出生数が 150-399 人の自治体では

30.3%、出生数が 400 人以上の自治体では 15.3%であり、出生数の少ない自治体ほど、「全

妊婦」を対象としている割合が高かった。 

一方、出生数が高い自治体ほど、「面談を希望した妊婦」、「事前のアンケート結果から

面談が必要と判断された妊婦」、「１回目の面談の結果・様子から面談が必要と判断された

妊婦」を対象としている割合が高い傾向にあった。 

 

また、２回目の面談時に受ける相談内容は、「出産に関する不安や妊婦自身の精神的不

調等について」が 91.7%と最も多く、次いで「出産後に受けられる支援について」が

89.1%、「妊婦自身の体調や胎児の成育等について」が 87.0%であった。 

 

【独自給付】 

独自給付について、「特に行っていない」が 56.5%と最も多かったが、「子育て関連商品の

給付」が 17.8%、「1, ３回目の面談後以外のタイミングでの（面談やその他の支援につなげ

るための）現金や電子クーポンなどの金銭の給付」が 13.3%、「1, ３回目の面談後の給付に

上乗せする形での現金や電子クーポンなどの金銭の給付」が 10.0%と、独自の給付を行って

いる自治体も一定数みられた。 

 

 

②面談記録・予約 

【面談予約】 

面談の予約について、１回目の面談では「予約は受けていない」自治体が 59.2%と最も多

く、随時、来所時等に面談を実施している割合が高いと考えられる。一方、２回目の面談で

は「電話での予約」を行っている自治体が 71.5%と最も多かった。３回目・３回以外の面談

では「電話での予約」を行っている自治体がそれぞれ 77.6%、56.6%と最も多かった。 

 

【面談記録】  

面談記録の対象は、いずれの回の面談においても「面談を行った全妊産婦について記録を
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取っている」と回答した自治体が 90%であった。 

 

面談記録の方法は、１回目の面談において「紙媒体と電子媒体の両方に記入している」が

43.8%、「紙媒体のみに記入している」が 43.6%、「電子媒体のみに記入している」が 12.6%

であった。 

２回目の面談においては、「紙媒体のみに記入している」が 40.9%、「紙媒体と電子媒体の

両方に記入している」が 37.7%、「電子媒体のみに記入している」が 21.4%であった。 

３回目の面談においては、「紙媒体と電子媒体の両方に記入している」が 45.0%、「紙媒体

のみに記入している」が 42.5%、「電子媒体のみに記入している」が 12.5%であった。 

３回の面談以外の随時の相談においては、「紙媒体と電子媒体の両方に記入している」が

39.2%、「紙媒体のみに記入している」が 35.6%、「電子媒体のみに記入している」が 25.2%

であった。 

 

面談記録の保存方法は、１回目の面談において「紙媒体と電子媒体の両方で保存している」

が 52.3%、「紙媒体のみで記入している」が 37.0%、「電子媒体のみで保存している」が 10.7%

であった。 

２回目の面談においては、「紙媒体と電子媒体の両方で保存している」が 45.9%、「紙媒体

のみで記入している」が 37.7%、「電子媒体のみで保存している」が 16.4%であった。 

３回目の面談においては、「紙媒体と電子媒体の両方で保存している」が 52.8%、「紙媒体

のみで記入している」が 35.8%、「電子媒体のみで保存している」が 11.4%であった。 

３回の面談以外の随時の相談においては、「紙媒体と電子媒体の両方で保存している」が

46.7%、「紙媒体のみで記入している」が 33.5%、「電子媒体のみで保存している」が 19.7%

であった。 

 

③アセスメント 

【アセスメント方法】 

出生数が 400 人以上の自治体においては、「自治体独自で作成したアセスメントシート等

で判断」が最も多いのに対して、50 人未満の自治体においては、「共通の判断基準は特にな

い（担当者が判断等）」が最も多かった。また、「国が作成したアセスメントシート等で判断」

は、いずれの規模の自治体においても 25%以下であった。 

支援が必要な妊産婦・子育て家庭の最終決定の方法は、「複数人での議論や会議体での議

論により判断」が 79.9%と最も多かった。 

 

 

④事業の効果 

【未然防止の事例】 



17 

 

問題の未然防止につながった事例において発見した予兆として「親の精神的不調等の問

題」と回答した自治体が 68.4%と最も多かった。次いで「夫婦関係・親族関係の不和」が

55.4%、「親の障害や特性」が 53.5%、「経済的な問題（養育費の未払いなど）」が 51.3%で

あった。 

 

【３回の面談の効果】 

面談回数を３回としたことで得られた効果は「３回の支援期間中継続した支援ができる」

が 80.2%と最も多く、次いで「３回目以降もつながりを持つことができる」が 68.6%、「具

体的な支援につながる」が 58.2%であった。 

 

⑤デジタル活用 

【オンラインでの面談の効果】 

１回目と３回目の面談においては、オンラインでの面談やアプリでの相談を行っている

割合が 15%を下回っており、２回目の面談及び３回の面談以外の随時の相談においても

17%代であった。 

 

また、オンラインでの面談やアプリでの相談の効果として、１回目の面談では「対面のみ

の場合と比較して、面談実施率・相談率が上がった」が 35.1%と最も多く、次いで「対面の

みの場合と比較して、とくに効果・影響はない」が 31.9%であった。 

２回目の面談では、「対面のみの場合と比較して、とくに効果・影響はない」が 44.1%と

最も多く、次いで「対面のみの場合と比較して、面談実施率・相談率が上がった」が 32.4%

であった。 

３回目の面談では、「対面のみの場合と比較して、とくに効果・影響はない」が 27.7%と

最も多く、次いで「対面のみの場合と比較して、面談実施率・相談率が上がった」が 16.5%

であった。 

３回以外の面談では「対面のみの場合と比較して、とくに効果・影響はない」が 50.5%と

最も多く、次いで「対面のみの場合と比較して、面談実施率・相談率が上がった」が 26.1%

であった。 

 

 

 

⑥質の向上のための取組 

出生数が多い自治体ほど、自治体内の本事業にかかわる職員と委託先職員の意見収集・反

映・研修等を行っている割合が高かった。 

質の改善に向けて自治体職員に対して行っていることは、「会議・ミーティングの実施」

と回答した自治体が 77.3%と最も多かった。また、質の改善に向けて委託先職員に対して行
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っていることは、「会議・ミーティングの実施」と回答した自治体が 77.8%と最も多かった。

さらに、質の改善に向けて利用者に対して行っていることとして、「アンケートの実施」と

回答した自治体は 67.0%であった。 

 

⑦支援実施上の課題・工夫 

【支援実施上の課題】 

支援実施上の課題として「配慮を要する妊産婦の支援」と回答した自治体が 58.3%と最も

多く、次いで「庁内における専門職（保健師・助産師等）の確保」が 49.8%、「専門職の専

門性及びスキルのばらつき」が 43.0%、「つなぎ先の確保（開拓）」が 37.9%、「配慮を要す

る妊産婦のアセスメント」が 37.8%、「支援の継続性」が 31.8%であった。 

出生数ごとにみても、いずれの規模でも「配慮を要する妊産婦の支援」、「庁内における専

門職（保健師・助産師等）の確保」、「専門職の専門性及びスキルのばらつき」が上位５つ以

内に入っていた。 

「支援の継続性」に関しては、出生数が 150-399 人の自治体及び出生数が 400 人以上の

自治体のみで上位 5 つに入っていた。 

「つなぎ先の確保（開拓）」については、出生数が０-49 人の自治体、出生数が 150-399 人

の自治体及び出生数が 400 人以上の自治体のみで上位５つに入っていた。 

 

課題となっている配慮を要する妊産婦の支援の詳細は、「精神疾患をもつ妊産婦への支援」

が 87.5%と最も多かった。 

 

【工夫している点・特徴的な取組】 

支援の実施にあたって工夫している点や特徴的な取組は、「伴走型相談支援と経済的支援

（出産・子育てギフト等）を連動させた支援」と回答した自治体が 59.4%と最も多かった。 

 

【事業の継続・定着化に向けて必要な国からの支援】 

事業の継続・定着化に向けて必要な国からの支援は「伴走型相談支援に係るシステム(情

報発信・面談管理システム等)運用に対する財政的支援」と回答した自治体が 53.4%と最も

多かった。 
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2-2 調査結果の詳細  

（１） 自治体属性・伴走型相談支援の実施状況 

 

自治体において、伴走型相談支援を担当している部署が所管する業務は、「母子保健」が

98.1%、「こども家庭福祉」が 18.7%であった。 

経済的支援を担当している部署が所管する業務は、「母子保健」が 77.4%、「こども家庭福

祉」が 30.7%であった。 

 

図表 2 伴走型相談支援を担当する部署が所管する業務 
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伴走型相談支援の面談の担当者について、どの回の面談においても「こども家庭センター

の保健師・助産師等医療の専門職が対応」が 87%以上、「上記（こども家庭センター）以外

の部署の保健師・助産師等医療の専門職が対応」が 18%以上であった。 

「保健師・助産師等の医療の資格を有する個人に委嘱して対応（有償・無償問わず）」に

ついては、１回目の面談では 1.6%、２回目の面談では 6.0%、３回目の面談では 20.1%、３

回の面談以外の随時の相談では 5.7%であった。 

３回以外の面談では、「こども家庭センターの保健師・助産師等医療の専門職が対応」、「 

上記（こども家庭センター）以外の部署の保健師・助産師等医療の専門職が対応」に次い

で、「こども家庭センターの社会福祉等福祉の専門職」が 8.9%であった。 

 

図表 3 面談の相談受付の実施体制 
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図表 6 で「保健師・助産師等の医療の資格を有する個人に委嘱して対応（有償・無償問わ

ず）」と「社会福祉等の福祉の資格を有する個人に委嘱して対応（有償・無償問わず）」、「上

記以外の個人に委嘱して対応（有償・無償問わず）」と回答した自治体が、面談のフローの

うち、委託している部分について、いずれの面談回数においても「面談実施」が最も多く、

次いで「面談の報告」であった。 

１回目の面談では、「面談実施」が 85.7%、「面談の報告」が 75.5%であった。 

２回目の面談では、「面談実施」が 90.1%、「面談の報告」が 79.5%であった。 

３回目の面談では、「面談実施」が 98.4%、「面談の報告」が 93.1%であった。 

３回の面談以外の随時の相談では、「面談実施」が 81.9%、「面談の報告」が 71.1%であっ

た。 

図表 4 面談のフローのうち、法人または個人に委託している部分 
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面談を委託していない自治体は、いずれの面談においても「委託の必要性がないため」が

最も多かった。 

１回目の面談では 90.7%、２回目の面談では 88.8%、３回目の面談では 89.5%、３回の面

談以外の随時の相談では 88.0%であった。 

一方で、「受入可能な委託先がないため（委託先の不足）」が 3％～5％、「人材・スキル等

の面から適当な委託先が無いため」が 2％～4％であった。 

 

図表 5 面談業務を委託していない理由 
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１回目の面談では、「来所による面談」が 99.5%で最も多かった。 

２回目の面談では、「来所による面談」が 76.3%で最も多く、次いで「電話による相談」

が 65.8%、「訪問による相談」が 65.1%であった。 

３回目の面談では、「訪問による相談」が 94.9%で最も多く、次いで「来所による面談」

が 42.5%であった。 

いずれの面談回数でも、「SNS・アプリ・オンライン会議ツール等を利用したオンライン

面談」は 20%以下であった。 

 

図表 6 面談の実施方法 

 

 

  

                                                                 

     

     

     

     

    

    

                  

         

         

                       

           

         

          

            

     

            

     

     

     

     

    

     

                  

         

         

                       

           

         

          

            

     

            

     

     

    

     

    

    

                  

         

         

                       

           

         

          

            

     

            

     

     

     

     

    

    

                  

         

         

                       

           

         

          

            

     

                   



24 

 

 

来所による面談の実施場所は、いずれの面談においても「こども家庭センター」が 77%

以上と最も多く、次いで「保健センター」が多かった。 

図表 7 来所による面談の実施場所 
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２回目の面談時にアンケートを行っている割合は、出生数が０-49人の自治体では88.7%、

出生数が 50-149 人の自治体では 95.6%、出生数が 150-399 人の自治体では 96.9%、出生数

が 400 人以上の自治体では 98.5%であった。 

 

図表 8 ２回目の面談時のアンケートの実施状況（出生数とのクロス集計） 

 

 

 

 ２回目の面談時のアンケート実施方法は、「紙媒体での実施」が 54.2%と最も多く、次点

で「オンラインでの実施（既存の Web フォーム・アプリ等）」が 27.6%であった。「自治体

独自のシステムを活用して実施」は 2.6%、「その他」は 15.5%であった。 

 

図表 9 ２回目の面談時のアンケートの実施方法 
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 ２回目の面談の対象者について、自治体ごとの出生数の多寡で整理した。 

 

●出生数が０-49 人未満の自治体 

「全妊婦」が 61.2%と最も多く、次に「面談を希望した妊婦」が 37.3%、「事前のアンケー

ト結果から面談が必要と判断した妊婦」が 23.4%、「１回目の面談の結果・様子から面談が

必要と判断された妊婦」が 22.1%であった。 

●出生数が 50-149 人の自治体 

「面談を希望した妊婦」が 54.6%と最も多く、次に「全妊婦」が 44.0%、「１回目の面談の

結果・様子から面談が必要と判断された妊婦」が 37.0%、「事前のアンケート結果から面談

が必要と判断した妊婦」が 34.1%であった。 

●出生数が 150-399 人の自治体 

「面談を希望した妊婦」が 69.3%と最も多く、次に「事前のアンケート結果から面談が必要

と判断した妊婦」が 50.3%、「１回目の面談の結果・様子から面談が必要と判断された妊婦」

が 49.3%、「全妊婦」が 30.3%であった。 

●出生数が 400 人以上の自治体 

「面談を希望した妊婦」が 83.2%と最も多く、次に「事前のアンケート結果から面談が必要

と判断した妊婦」が 66.2%、「１回目の面談の結果・様子から面談が必要と判断された妊婦」

が 56.6%、「全妊婦」が 15.3%であった。 

 

 

図表 10 ２回目の面談の対象者 
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 ２回目の面談時に受ける相談内容は、「出産に関する不安や妊婦自身の精神的不調など

について」が 91.7%、「出産後に受けられる支援について」が 89.1%、「妊婦自身の体調や胎

児の成育等について」が 87.0%、「育児期の見通しについて（保育園等について）」が 82.5%

と、上記 4 つが 80%を超えていた。 

 

図表 11 ２回目の面談時に受ける相談内容 
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 独自給付について、「特に行っていない」が 56.5%と最も多かったが、「子育て関連商

品の給付」が 17.8%、「1, ３回目の面談後以外のタイミングでの（面談やその他の支援に

つなげるための）現金や電子クーポンなどの金銭の給付」が 13.3%、「1, ３回目の面談後

の給付に上乗せする形での現金や電子クーポンなどの金銭の給付」が 10.0%と、独自の給

付を行っている自治体も一定数みられた。 

 

図表 12 自治体独自で行っている給付 
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（２） 面談記録・予約 

面談の予約について、１回目の面談では「予約は受けていない」が 59.2%で最も多く、次

いで「電話による予約」が 37.3%であった。２回目の面談、３回目の面談、３回の面談以外

の随時の相談では、「電話での予約」が最も多く、２回目の面談では 71.5%、３回目の面談

では 77.6%、３回の面談以外の随時の相談では 56.6%であった。 

 

図表 13 面談の予約受付方法 
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いずれの面談においても、「面談を行った全妊産婦について記録を取っている」が９割以

上で最も多く、１回目の面談では95.2%、２回目の面談では92.3％、３回目の面談では97.8%、

３回の面談以外の随時の相談では 91.6%であった。 

「一部の妊産婦のみ記録を取っている」は、１回目の面談では 4.5%、２回目の面談では

7.1%、３回目の面談では 2.1%、３回の面談以外の随時の相談では 7.7%であった。 

 

図表 14 面談記録の対象 
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面談記録の方法は、「紙媒体に記入している」が最も多く、１回目の面談では 86.3%、２

回目の面談では 77.4%、３回目の面談では 86.6%、３回の面談以外の随時の相談では 73.3%

であった。 

 

図表 15 面談記録の方法 
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図表 19 は、回答を「紙媒体に記入している」のみの回答（「紙媒体のみに記入している」）

と、「PC に打ち込んでいる」または「タブレット型端末で記録している」のみの回答（「電

子媒体のみに記入している」）と、「紙媒体に記入している」かつ「PC に打ち込んでいる」

または「タブレット型端末で記録している」（紙媒体と電子媒体の両方に記入している）の

３つに分類したものである。 

１回目の面談では「紙媒体と電子媒体の両方に記入している」が 43.8%で最も多く、次い

で「紙媒体のみに記入している」が 43.6%であった。 

２回目の面談では、「紙媒体のみに記入している」が 40.9%で最も多く、次いで「紙媒体

と電子媒体の両方に記入している」が 37.7%であった。 

３回目の面談では「紙媒体と電子媒体の両方に記入している」が 45.0%で最も多く、次い

で「紙媒体のみに記入している」が 42.5%であった。 

いずれの面談においても、「電子媒体のみに記入している」が最も少なく、１回目の面談

では 12.6%、２回目の面談では 21.4%、３回目の面談では 12.5%、３回の面談以外の随時の

相談では 25.2%であった。 

 

図表 16 面談の記録方法（複数選択） 
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面談記録の保存について、いずれの面談においても「紙媒体で保存している」が最も多く、

１回目の面談では 88.6%、２回目の面談では 82.8%、３回目の面談では 87.9%であった。 

次いで「自治体独自のシステムで保存している」であり、１回目の面談では 46.3%、２回

目の面談では 42.8%、３回目の面談では 47.1%であった。 

 

図表 17 面談記録の保存方法 
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図表 21 は、回答を「紙媒体で保存している」のみの回答（「紙媒体のみで保存している））

と、「Word・Excel・PDF 等電子媒体で保存している」または「自治体独自のシステムに保

存している」のみの回答（「電子媒体のみで保存している」）と、「紙媒体で保存している」

かつ「Word・Excel・PDF 等電子媒体で保存している」または「自治体独自のシステムに

保存している」（「紙媒体と電子媒体の両方で保存している」）の３つに分類したものである。 

いずれの面談においても、「紙媒体と電子媒体の両方で保存している」が最も多く、１回

目の面談では 52.3%、２回目の面談では 45.9%、３回目の面談では 52.8%であった。次いで

「紙媒体のみで保存している」が 3 割以上であった。「電子媒体のみで保存している」が最

も少なく、１回目の面談では 10.7%、２回目の面談では 16.4%、３回目の面談では 11.4%で

あった。 

 

図表 18 面談記録の保存方法（複数選択） 

 

  



35 

 

（３） アセスメント 

アセスメントに関して、支援が必要な妊産婦・子育て家庭の判断フローは、大まかに「検

討対象の妊産婦・子育て家庭の抽出（特定の基準や担当者の判断により検討対象を抽出）」

と「支援が必要な妊産婦・子育て家庭の決定（担当者や上位職または会議体により、検討対

象から要支援者を決定）」の 2 つのステップに分けられると想定し、アセスメントの初期段

階と支援対象の最終決定について質問を設けた。 

アセスメントの初期段階において検討対象か否かを判断する際の判断基準について、「自

治体独自で作成したアセスメントシート等で判断」が 51.2%で最も多く、次いで「共通の判

断基準は特にない（担当者が判断等）」が 21.5%、「国が作成したアセスメントシート等で判

断」が 20.1%であった。 

 

図表 19 アセスメントの初期段階における判断基準 
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アセスメントの初期段階の判断基準について、出生数でクロス集計を行った結果を自治

体ごとの出生数の多寡で整理した。 

 

●出生数が 0-49 人の自治体 

「共有の判断基準は特にない（担当者が判断等）」が 36.8%と最も多く、次に「自治体独

自で作成したアセスメントシート等で判断」が 29.0%、「国が作成したアセスメントシート

等で判断」が 18.3%、「都道府県が作成したアセスメントシート等で判断」が 12.6%、「その

他の機関や他自治体が作成したアセスメントシート等で判断」が 11.6%であった。 

●出生数が 50-149 人の自治体 

「自治体独自で作成したアセスメントシート等で判断」が 56.4%と最も多く、次に「国が

作成したアセスメントシート等で判断」が 19.0%、「共通の判断基準は特にない（担当者が

判断等）」が 17.2%、「その他の機関や他自治体が作成したアセスメントシート等で判断」が

9.2%、「都道府県が作成したアセスメントシート等で判断」が 8.8%であった。 

●出生数が 150-399 人の自治体 

「自治体独自で作成したアセスメントシート等で判断」が 56.2%と最も多く、次に「国が

作成したアセスメントシート等で判断」が 22.4%、「共通の判断基準は特にない（担当者が

判断等）」が 16.2%、「都道府県が作成したアセスメントシート等で判断」が 13.8%、「その

他の機関や他自治体が作成したアセスメントシート等で判断」が 9.3%であった。 

●出生数が 400 人以上の自治体 

「自治体独自で作成したアセスメントシート等で判断」が 68.3%と最も多く、次に「国が

作成したアセスメントシート等で判断」が 21.0%、「都道府県が作成したアセスメントシー

ト等で判断」が 15.6%、「共通の判断基準は特にない（担当者が判断等）」が 12.0%、「その

他の機関や他自治体が作成したアセスメントシート等で判断」が 11.4%であった。 
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図表 20 アセスメントの初期段階における判断基準（出生数とのクロス集計） 
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抽出された検討対象に対して、「支援が必要な妊産婦・子育て家庭の決定（担当者や上位

職または会議体により、検討対象から要支援者を決定）」を行う方法は、「複数人での議論や

会議体での議論により判断」が 79.9%で最も多く、次いで「面談者が判断」が 40.5%、「母

子保健担当者が判断」が 33.4%であった。 

 

図表 21 抽出された検討対象に対して、最終決定を行う方法 
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（４） 事業の効果 

 問題の未然防止につながった事例において発見した予兆として、「親の精神的不調等の

問題」が 68.4%と最も多く、次に「夫婦関係・親族関係の不和」が 55.4%、「親の障害や特

性」が 53.5%、「経済的な問題（養育費の未払いなど）」が 51.3%であり、これら 4 つが 50%

を超えていた。 

 

図表 22 問題の未然防止につながった事例において発見した予兆 
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面談回数を３回としたことで得られた効果は、「３回の支援期間中継続した支援ができる」

が 80.2%と最も多く、次いで「３回目以降もつながりを持つことができる」が 68.6%、「具

体的な支援につながる」が 58.2%であった。 

 

図表 23 面談回数を３回としたことで得られた効果 
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（５） デジタル活用 

 オンラインでの面談やアプリでの相談受付について、実施している割合は「１回目の面談」

で 14.6%、「２回目の面談」で 17.4%、「３回目の面談」で 9.3%、「３回以外の随時の相談」

で 17.9%であり、「３回の面談以外の随時の相談」でオンラインまたはアプリが用いられて

いる割合が最も高かった。 

 

図表 24 オンラインでの面談やアプリでの相談の実施有無 
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オンラインでの面談やアプリでの相談を実施したことによる効果は、１回目の面談では

「対面のみの場合と比較して、面談実施率・相談率が上がった」が 35.1%と最も多く、次に

「対面の場合と比較して特に効果・影響はない」が 31.9%、「相談の内容の幅が広がった」

が 11.2%であった。２回目の面談、３回目の面談、３回以外の面談では、いずれも「対面の

場合と比較して特に効果・影響はない」がそれぞれ 44.1%、27.7%、50.5%と最も多かった。 

その他、２回目の面談では「対面のみの場合と比較して、面談実施率・相談率が上がった」

が 32.4%、「相談の内容の幅が広がった」が 22.3%、３回目の面談では「対面のみの場合と

比較して、面談実施率・相談率が上がった」が 16.5%、「相談の内容の幅が広がった」が 10.6%、

３回以外の面談では「対面のみの場合と比較して、面談実施率・相談率が上がった」が 26.1%、

「相談の内容の幅が広がった」が 25.0%であった。 

 

図表 25 オンラインでの面談やアプリでの相談を実施したことによる効果 
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（６） 質の向上のための取組 

支援の質の改善に向けて行っていることは、「自治体の本事業に関わる職員の意見収集・

反映。研修等」が 61.0%で最も多く、次いで「利用等の意見収集・反映等」が 16.7%であっ

た。 

 

図表 26 支援の質の改善に向けて行っていること 
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支援の質の改善に向けて行っていることについて、出生数でクロス集計を行った結果を

自治体ごとの出生数の多寡で整理した。 

 

●出生数が０-49 人の自治体 

「自治体の本事業にかかわる職員の意見収集・反映・研修等」が 42.9%と最も多く、次

いで「利用者の意見収集・反映等」が 13.9%、「委託先職員の意見収集・反映・研修等」

が 2.3%であった。 

●出生数が 50-149 人の自治体 

「自治体の本事業にかかわる職員の意見収集・反映・研修等」が 56.0%と最も多く、次い

で「利用者の意見収集・反映等」が 20.1%、「委託先職員の意見収集・反映・研修等」が

7.0%であった。 

●出生数が 150-399 人の自治体 

「自治体の本事業にかかわる職員の意見収集・反映・研修等」が 68.3%と最も多く、次い

で「利用者の意見収集・反映等」が 15.9%、「委託先職員の意見収集・反映・研修等」が

15.5%であった。 

●出生数が 400 人以上の自治体 

「自治体の本事業にかかわる職員の意見収集・反映・研修等」が 79.9%と最も多く、次い

で「委託先職員の意見収集・反映・研修等」が 25.4%、「利用者の意見収集・反映等」が

18.0%であった。 

図表 27 支援の質の改善に向けて行っていること（出生数とのクロス集計） 
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支援の質の改善に向けて自治体職員に対して行っている内容は、「会議・ミーティングの

実施」が 77.3%で最も多く、次いで「研修の実施」が 38.2%、「マニュアル・ガイドライン

の作成」が 16.9%であった。 

 

図表 28 支援の質の改善に向けて自治体職員に対して行っている内容 

 

支援の質の改善に向けて委託先職員に対して行っている内容は、「会議・ミーティングの

実施」が 77.8%で最も多く、次いで「研修の実施」が 37.3%、「マニュアル・ガイドライン

の作成」が 22.2%であった。 

図表 29 支援の質の改善に向けて委託先職員に対して行っている内容 
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支援の質の改善に向けて利用者に対して行っている内容は、「アンケートの実施（支援を

受けての感想・要望などについて）」が 67.0%、「その他」が 31.6%であった。 

 

図表 30 支援の質の改善に向けて利用者に対して行っている内容 
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（７） 事業実施上の課題・工夫 

 

伴走型相談支援実施上の課題は、「配慮を要する妊産婦の支援」が 58.3%で最も多く、次

いで「庁内における専門職（保健師・助産師等）の確保」が 49.8%、「専門職の専門性及び

スキルのばらつき」が 43.0%であった。その他、30%を超えているものは、「つなぎ先の確

保（開拓）」が 37.9%、「配慮を要する妊産婦のアセスメント」が 37.8%、「支援の継続性」

が 31.8%であった。 

 

図表 31 伴走型相談支援実施上の課題 
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伴走型相談支援実施上の課題について、出生数でクロス集計を行った結果を自治体ごと

の出生数の多寡で整理した。 

 

●出生数が０-49 人の自治体 

「配慮を要する妊産婦の支援」が 45.8%と最も多く、次いで「庁内における専門職（保

健師・助産師等）の確保」が 44.5%、「つなぎ先の確保（開拓）」が 39.1%、「配慮を要す

る妊産婦のアセスメント」が 35.2%、「専門職の専門性及びスキルのばらつき」が 33.2%

であった。 

●出生数が 50-149 人の自治体 

「配慮を要する妊産婦の支援」が 59.7%と最も多く、次いで「庁内における専門職（保

健師・助産師等）の確保」が 46.5%、「つなぎ先の確保（開拓）」が 40.7%、「配慮を要す

る妊産婦のアセスメント」が 39.2%、「専門職の専門性及びスキルのばらつき」が 34.1%

であった。 

●出生数が 150-399 人の自治体 

「配慮を要する妊産婦の支援」が 65.9%と最も多く、次いで「庁内における専門職（保

健師・助産師等）の確保」が 50.7%、「専門職の専門性及びスキルのばらつき」が

48.6%、「支援の継続性」が 40.3%、「つなぎ先の確保（開拓）」が 39.7%であった。 

●出生数が 400 人以上の自治体 

「配慮を要する妊産婦の支援」が 65.3%と最も多く、次いで「庁内における専門職（保

健師・助産師等）の確保」が 58.1%、「専門職の専門性及びスキルのばらつき」が

56.9%、「配慮を要する妊産婦のアセスメント」が 39.8%、「支援の継続性」が 35.9%であ

った。 
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図表 32 伴走型相談支援実施上の課題（出生数とのクロス集計） 
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伴走型相談支援実施上の課題のうち、「配慮を要する妊産婦の支援」を選んだ自治体

（n=750）に詳細を伺ったところ、「精神疾患を持つ妊産婦への支援」が 87.5%と最も多く、

次に「外国にルーツを持つ家庭や日本語が分からない妊産婦の支援」が 77.7%、「困窮世帯

の妊産婦への支援」が 72.4%であった。その他、「ひとり親家庭やステップファミリーへの

支援」が 65.9%、「予期せぬ妊娠をされた妊産婦への支援」が 66.4%、「流産・死産された方

や出生後すぐにこどもを亡くされた方の対応・グリーフケア」が 60.9%であった。 

 

図表 33 「配慮を要する妊産婦の支援」の詳細 
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支援にあたって創意工夫している点や、特徴的な取組は、「伴走型相談支援と経済的支援

（出産・子育て応援ギフト等）を連動させた支援」が 59.4%で最も多く、次いで「面談や説

明を円滑に進めるための取組」が 43.0%、「他の子育て支援事業・取組や部門との連携」が

35.5%であった。 

 

図表 34 支援にあたって創意工夫している点や、特徴的な取組 
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事業の継続・定着化に向けて必要な国からの支援は、「伴走型相談支援に係るシステム（情

報発信・面談管理システム等）運用に対する財政的支援」を求めている割合が 53.4%で最も

多く、次いで「伴走型相談支援に係るシステム（情報発信・面談管理システム等）構築に対

する財政的支援」が 49.5%、「制度・ルールの明確化」が 49.1%であった。 

 

図表 35 事業の継続・定着化に向けて必要な国からの支援 
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第３章 

好取組事例へのヒアリング調査 
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1. ヒアリング調査の概要  

1-1 ヒアリング調査の概要  

（１） 調査対象 

検討会での議論及びアンケート結果に基づき、①から⑧の観点を満たす自治体を全国に

展開すべき取組事例として抽出し、検討会にて議論の上、ヒアリング先を選定した。 

 

図表 36 ヒアリング対象選定の考え方 

 

 

（２） 調査方法 

各自治体の出産・子育て応援交付金事業の担当者に対するヒアリング調査 

 

（３） 調査期間 

令和６（2024）年 12 月 16 日～令和７（2025）年１月 29 日 
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図表 37 調査対象とした 8自治体とヒアリング調査実施時期 

 

（４） 調査内容 

 出産・子育て応援交付金事業の概要、伴走型支援／経済的支援それぞれの取組上の工夫、

実施上の課題などについて、ヒアリングを行った。具体的なヒアリング項目は、下図の通り

である。 

図表 38 市区町村向けヒアリング項目 
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1-2 調査結果の概要  

（１） 調査結果の概要 

ヒアリング先の自治体を、出生数 200 人未満、200 人以上、1,000 人以上の３つに分け

て取組をまとめたところ、いずれの規模の自治体でも、リスクアセスメント・配慮の必要

な妊産婦への対応、デジタル活用、独自給付、その他それぞれ工夫した取組を行っている

ことが明らかになった。詳細については以下に掲載する。 

 

図表 39 ヒアリングにより明らかになった各自治体の取組における工夫 
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様々取組の工夫がみられる一方で、2 回目の面談の意義の認知、実施率の向上や、妊産

婦に関する情報の連携、デジタルツールの活用に課題を感じている自治体もあった。以下

に詳細を掲載する。 

 

図表 40 ヒアリングにより明らかになった伴走型支援の現状と課題 
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ヒアリング個票 
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（１） 東京都東村山市 
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（２） 茨城県龍ケ崎市 
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（３） 千葉県印西市 
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（４） 長野県山ノ内町 
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（５） 兵庫県淡路市 
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（６） 広島県東広島市 
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（７） 岐阜県飛騨市 
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（８） 千葉県松戸市 
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第4章 

総括 
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1. 総括  

1-1 本調査研究の論点の整理  

 本調査研究事業を通して、主に以下の３つの問いについて検証した。 

1. 伴走型相談支援はどのような実施体制・形態で行われているのか？ 

2. 制度の恒久化に向けた課題は何か？持続可能な事業実施に向けてどのような方策が

求められるか？ 

3. 事業趣旨に照らして、ガイドラインに含むべき項目・反映すべき事例はどのようなものか？

効果的な事業実施に向けてさらに検討が必要な事項は何か？ 

 

「１. 伴走型相談支援はどのような実施体制・形態で行われているのか？」に関しては、

アンケート調査やヒアリング調査において、面談者の職種や委託状況、面談の実施方法や場

所、記録の方法、支援実施上の課題などを調査し、自治体の規模等も考慮しながら実施状況

を整理した。 

「２. 制度の恒久化に向けた課題は何か？持続可能な事業実施に向けてどのような方策

が求められるか？」に関しては、アンケート調査やヒアリング調査から明らかになった課題

を伴走型相談支援における面談、アセスメント、支援へのつなぎ等ステップごとに整理した。

後段の「１-２ 伴走型相談支援の現状と課題」においてその詳細を述べる。 

「３. 事業趣旨に照らして、ガイドラインに含むべき項目・反映すべき事例はどのような

ものか？効果的な事業実施に向けてさらに検討が必要な事項は何か？」に関しては、検討会

での意見も反映しながら、ガイドラインにて定めるべき内容や詳細度、好事例として掲載す

べき事例を整理した。また、調査結果から明らかになった、さらなる議論や検証が必要な項

目についても整理し、今後の検討項目とした。後段の「１-３ ガイドライン案への反映と今

後の検討事項」にて詳述する。 
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1-2 伴走型相談支援の現状と課題  

伴走型相談支援は、妊産婦及び子育て家庭に対する面談や情報提供、相談などを通じて、

妊産婦の心身の状況や環境を把握し、母子保健や子育てに関する適切な支援へとつなぐこ

とを目的としている。本調査研究では、全市町村を対象にしたアンケ―トと８市町村へのヒ

アリングにより、伴走型相談支援の実施状況や支援実施上の課題の把握、好取り組み事例の

収集を行った。本章では、調査を通じて明らかになった点について、その詳細を取りまとめ

た。 

 

（１） 面談の実施状況と課題 

本調査研究を通じて実施した調査を通じ、妊産婦との面談に関する部分では、A.専門職

のスキル、B.２回目の面談、C.委託、D.継続性に関する課題が明らかになった。以降で

は、課題 A～D 別に課題と求められる解消策について詳述する。 

 

 

図表 41 伴走型相談支援の支援実施上の課題と対応方針（面談） 
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A.専門職のスキル 

専門職のスキルに関しては、支援実施上の課題として、回答した自治体の 43.0%が「専

門職の専門性及びスキルのばらつき」をあげており、出生数の多い自治体ほど課題と感じ

ている割合が高かった。伴走型相談支援において重要なスキルとは、主にアセスメントに

関するスキル（面談の内容や妊産婦の様子等からリスクに気がつく力）や支援サービスを

よく理解し各妊産婦に対して適切に支援につなぐスキルの２つが想定される。ヒアリング

で得られた事例や検討会にてあがった意見より、現状では、現場の先輩職員等から指導を

受けながらスキルを向上していくことが多いと想定される。しかし、支援の質の均てん化

を図るには、改めて相談支援に重要となるスキルを明確化し、スキル向上のための研修等

を行い、各職員が十分なスキルを保持している状態を目指すことが効果的であると考えら

れる。また、検討委員より、研修のみではスキルの向上という成果につながるまでに時間

を要するため、面談時に行うアンケート用紙の設問等を見直し、誰が面談を行っても適切

にリスクを拾うことができるような運用にすることも必要ではないかとの意見もあがっ

た。 

 

B.２回目の面談 

 本事業において位置づけられた２回目の面談については、その意義や実施率について調

査・検証が必要であるという意見が検討会にてあがったことから、関連する設問を設け

た。 

２回目の面談の対象者に関しては、出生数が少ない自治体ほど、「全妊婦」に対して行

っている割合が高く、出生数が多い自治体ほど、希望者やアンケート・１回目の面談結果

より判断して２回目の面談を行っている割合が高かった。２回目の面談時に受ける相談内

容としては、「出産に関する不安や妊婦自身の精神的不調等について」が 91.7%と最も多

かった。２回目の面談の意義については、ヒアリングにて、妊産婦とのつながりの維持や

実は不安を抱えているケースの把握等に２回目面談の意義があるとの声があがった。ま

た、日本における周産期鬱の有病率のメタ解析結果によると、周産期鬱の発症率が最も高

くなるのは妊娠後期とされている 1。妊娠後期は今後の育児生活をイメージし準備する上

でも非常に重要な時期でもあることから、２回目の面談の実施率を向上し、さらにできる

限り対面での面談実施を目指すべきであると考えられる。そのためには、２回目の面談の

意義や効果の理解・認知をより高める必要がある。 

 

〇引用文献 

1. Keita Tokumitsu, Norio Sugawara, Kazushi Maruo, Toshihito Suzuki, Kazutaka Shimoda and 

Norio Yasui-Furukori. Prevalence of perinatal depression among Japanese women: a meta-analysis. 

Annals of General Psychiatry. 2020; 19:41. 
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C.委託 

 面談の外部機関への委託に関しては、いずれの面談においてもこども家庭センターの専

門職が面談を実施している割合が 85%以上となっており、面談を委託している割合が低い

ことが明らかになった。 

また、委託しない理由は、「委託の必要性がないため」が９割近くであった。３回の面

談の継続性の観点からは、自治体職員等が継続して面談を担当するという運用も効果的だ

が、出産後に気軽に相談できる場を早期から認知しておくことで、出産後の孤立を防ぐこ

とも可能となる。 

委託については、妊産婦や子育て家庭の状況によっては自治体で継続して支援すべき場

合もあるため、それぞれのケースに合わせて判断すべきだが、早期からの地域の子育て資

源等とのつながり形成には効果的であり、委託の効果の認知向上が求められる。 

 

D.継続性 

 面談の質の維持・向上の観点から、面談の継続性の担保は重要である。 

アンケート調査では、支援実施上の課題として「支援の継続性」が、出生数が 150-399

人の自治体及び出生数が 400 人以上の自治体のみで上位５つに入っていた。つまり、出生

数が多い自治体ほど、支援の継続性の担保が課題になっているといえる。 

一方ヒアリングでは、同一の面談者が面談を担当できない場合に面談者間で密に情報共

有を行っている事例や、関係機関と対象者リストを共有し情報連携している事例が確認で

きた。また、検討会では、誰が面談を行っても高い質を保って実施できるよう、面談で聞

き取る項目の工夫や統一、アンケートの活用なども効果的ではないかという意見があっ

た。 

出生数が多いほど、同一の面談者が面談を行うことが難しいことが想定されるが、面談

者間の密な情報連携や聞き取る項目の工夫等、取組事例を参考にしながら面談の継続性を

担保するよう努める必要がある。 
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図表 42 支援実施上の課題 
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図表 43 支援実施上の課題（出生数とのクロス集計） 
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（２） アセスメントと支援へのつなぎの現状と課題 

本調査研究を通じて実施した調査を通じ、アセスメントと支援のつなぎに関する部分で

は、以下の課題が明らかになった。課題別に課題と求められる解消策について詳述する。 

 

図表 44 伴走型相談支援の支援実施上の課題と対応方針（アセスメント、支援へのつなぎ） 

 

 

A.アセスメント 

 アセスメントに関する部分では、アセスメントの基準の統一・明確化が課題と考えられ

る。アンケート調査の結果、アセスメントに関しては出生数が 400 人以上の自治体（285

自治体）は独自でアセスメントシートを作成している割合が最も高い（68.3%）のに対し

て、50 人未満の自治体（354 自治体）は担当者が判断している割合（36.8%）が最も高い

ことがわかった。また、国立成育医療研究センター作成のリスクアセスメントシートな

ど、国や都道府県作成のシートを利用している自治体は 20%程度であった。リスクのある

妊産婦や子育て家庭を見逃さないためには客観的かつ適切なアセスメントが求められる

が、そのためには、アセスメント基準の統一・明確化が必要である。 

 

B.支援へのつなぎ 

 支援へのつなぎに関する部分では、配慮を要する妊産婦への対応が課題と考えられる。

アンケート調査の結果、支援実施上の課題は「配慮を要する妊産婦の支援」（58.3%）が最
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も多かった。課題となっている配慮を要する妊産婦の支援の詳細は、「精神疾患をもつ妊

産婦への支援」（87.5%）、「外国にルーツをもつ家庭や日本語が分からない妊産婦の支援」

（77.7%）「困窮世帯の妊産婦への支援」（72.4%）等があげられ、伴走型相談支援により

発見した予兆は 50%以上の自治体が「親の精神的不調等の問題」「夫婦関係・親族関係の

不和」、「親の障害や特性」「経済的な問題（養育費の未払いなど）」をあげていた。配慮を

要する妊産婦の抱える問題は、妊産婦本人の要因による問題から、妊産婦の周囲の環境に

起因するものまで幅広く、抱える問題事象に応じてつなぐべき支援も異なってくる。現状

では、母子保健部門が伴走型相談支援を行う自治体が多数を占めているが、支援に際して

は児童福祉部門との円滑な連携を充実させていくことにも留意する必要がある。 

 

（３） 事業全体に関する課題 

本調査研究を通じて実施した調査を通じ、事業全体では、A.デジタル活用、B.事業の評

価、C.事業全体の質の向上のための取り組みに関する課題が明らかになった。以降では、

課題別に課題と求められる解消策について詳述する。 

 

図表 45 伴走型相談支援の支援実施上の課題と対応方針（事業全体） 
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A.デジタル活用 

アンケート調査では、１回目と３回目の面談においては、オンラインでの面談やアプリで

の相談を行っている割合が 15%を下回っており、２回目の面談及び３回の面談以外の随時

の相談においても 17%代であった。 

オンラインでの面談やアプリでの相談を実施したことによる効果は、１回目の面談では

「対面のみの場合と比較して、面談実施率・相談率が上がった」が 35.1%と最も多かった

が、２回目の面談、３回目の面談及び３回以外の面談では、いずれも「対面の場合と比較し

て特に効果・影響はない」がそれぞれ 44.1%、27.7%、50.5%と最も多かった。 

一方で、２回目の面談では「対面のみの場合と比較して、面談実施率・相談率が上がった」

が 32.4%、「相談の内容の幅が広がった」が 22.3%、３回目の面談では「対面のみの場合と

比較して、面談実施率・相談率が上がった」が 16.5%、「相談の内容の幅が広がった」が 10.6%、

３回以外の面談では「対面のみの場合と比較して、面談実施率・相談率が上がった」が 26.1%、

「相談の内容の幅が広がった」が 25.0%と、オンラインツールの活用によるポジティブな効

果も一定数得られている。 

このことから、適切な状況やタイミングでのオンラインツールの活用により、これまで対

面ではリーチできなかった対象者への面談実施が可能になるなどのポジティブな効果が得

られると考えられる。 

 

ヒアリングでは、予約の際に LoGo フォーム等電子申請ツールを活用している事例が確

認された。 

その他、アプリを活用し情報発信をしている事例も確認された一方で、子育て支援等に関

連するアプリが多種多様に乱立する状態では、その使い分けに手間を要することから、対象

者に使用を推奨しづらいという意見も得られた。 

 

オンラインツールの活用により、これまでにリーチできなかった層へのアプローチが可

能になることや、対象者の利便性を上げるなどのポジティブな効果が期待されるが、ワンス

トップで利用できるアプリにするなど、利用者の視点に立った使いやすさための工夫は求

められる。 

 

B.事業の評価 

 事業の評価に関しては、ヒアリング調査結果等より、事業の効果を明確な基準で評価し

ている自治体は多くないことが明らかになった。しかし、アンケート調査やヒアリング調

査の結果では、虐待などの問題の未然防止につながった事例などがあがっているため、そ

ういった事例の件数や、問題の内容などを分析することで事業の評価が可能になると考え

られる。制度の恒久化において、後段で述べる PDCA サイクルの実施のためにも、各自治

体で事業の効果を適切に評価するための質的・量的基準や観点の整理が必要である。 
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 検討会では、産後鬱の経年変化や EPDS の経年変化を記録し評価してはどうかとの意見

があがった。どのような基準が最適であるかは検討の必要があるが、例としてあげられた

ような評価基準を設け、事業の評価を行うことができると良いと考えられる。 

 

C.事業全体の質の向上のための取組 

 質の向上のための取り組みに関しては、出生数が多い自治体ほど、自治体職員や委託先

職員の意見収集・反映・研修等を行っている割合が高いことがわかった。しかし、自治体

職員や委託先職員とは会議やミーティングを行っている自治体が多いものの、意見を元に

実施方法の改善等に至っている自治体は多くないことも明らかになった。 

ヒアリングでは、一例のみであるが、面談者や対象者の意見を反映しアセスメントシー

トの項目を改善した事例も聞き取ることができた。しかし、全体を通して、PDCA サイク

ルとして日常的に運用方法等の振り返り等を実施している自治体は多くないと考えられ

た。また、妊産婦から、支援に対する意見・要望収集を行っている自治体も 16.7%にとど

まっていた。 

恒常的な事業の実施において、継続して質を高めていくためには、PDCA サイクルの重

要性の認知を高め、仕組みを確立することが重要である。妊産婦や子育て家庭の抱える問

題やニーズが多様になる中で、適切な支援が実施できているかを検証するためにも、仕組

みの構築は必要事項であると考えられる。 
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1-3 ガイドラインへの反映  

（１） 各課題の反映状況 

ガイドラインは、以下の構成のもと作成した。ヒアリングにて収集した好取組事例があ

る場合は、各項目にて紹介している。 

 

ガイドライン案の構成 

Ⅰ. はじめに  

Ⅱ.ガイドラインの位置づけ  

Ⅲ.伴走型相談支援事業ガイドライン  

1.事業の目的  

2.実施主体  

3.支援の対象者  

4.妊娠の届出時の面談の実施方法  

①.対象者・対象時期  

②.面談担当者  

③.実施の方法  

5.妊娠後期の面談の実施方法  

①.対象者・対象時期  

②.面談担当者  

③.実施の方法  

6.出産後の面談の実施方法  

①.対象者・対象時期  

②.面談担当者  

③.実施の方法  

7. 妊娠の届出時と妊娠後期の間、また妊娠後期と出産後の間の随時の面談 

8. 出産後の面談以降の随時の面談  

9.情報発信等  

10.面談の質の向上  

11.配慮を要する妊産婦・家庭への対応  

12.事業実施上の工夫  

13.情報保護・情報共有  

Ⅳ.参考資料  

 

なお、前述の調査結果等から明らかになった課題については、以下の通りガイドラインへ反

映している。 
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図表 46 ガイドラインへの反映状況 

 

 

専門職のスキルの向上については、「１.事業の概要」の「（面談者の役割・責務・心構え）」

において面談者に求められるスキルについて言及している。また、「４.妊娠の届出時の面談」

（５.及び６.も同様）の「②面談担当者」においても、想定される面談者及び求められるス

キルについて記載した。他方、スキルをどのように評価・担保するのかについては、今後、

追加的な検討が必要といえる。 

 ２回目の面談については、「５.妊娠後期の面談」において、「②面談担当者」の項目を中

心に当該時期に面談を行う意義を記載した。 

 委託については、「IV.参考資料」の取組事例【４】【５】等に地域の子育て支援拠点等との

連携事例を掲載した。 

 継続性については、「10.面談の質の向上」において、継続性の担保の重要性や取組事例を

掲載した。また、記録の項目として、令和５年度「出産・子育て応援交付金事業の実施状況

の把握、好事例の収集及び今後のあり方に関する調査研究」にて、転出入をした場合や関係

機関との情報連携をする場合に連携すべき項目としてとりまとめられ、健康管理システム

の標準化に伴い検討が行われた管理項目を、想定される記録内容として「４.妊娠の届出時

の面談」（５.及び６.も同様）の「③実施の方法」に記載した。 

 アセスメントについては、「４.妊娠の届出時の面談」の「③実施の方法」において、こど

も家庭センターのガイドラインに示されるアセスメント方法に準じる形で記載し、アセス
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メントシートの参考例として、国立成育医療研究センター作成のアセスメントシートを引

用した。 

 支援へのつなぎに関しては、アンケートやヒアリング等から配慮を要する妊産婦の例と

して多くあがったケースについて、それぞれの対応方針を「11.配慮を要する妊産婦・家庭

への対応」に記載した。 

 デジタルツールの活用については、「４.妊娠の届出時の面談」（５.及び６.も同様）の「③

実施の方法」や「９.情報発信等」において、ツールの紹介や取組事例を掲載した。 

 事業全体の質の向上のための取組については、「10.面談の質の向上」において、取組の重

要性や想定される取組、取組事例などを記載した。一方で、前述の通り質的・量的な事業の

評価基準を設定し、明確に PDCA サイクルを回している自治体は多くなく、これらの事項

については追加の検討が必要と考えられる。また、検討会では、定量評価として産後鬱や

EPDS 等の経年変化を追跡してはどうかとの意見があがったが、どのような基準が本事業

の評価に最も適するかについては、継続して議論を深めていくことが重要である。 

 また、支援全体にかかることとして、情報保護・情報共有の際の留意点についても、「13.

情報保護・情報共有」において整理した。 

 上記を反映し作成したガイドライン案については、参考資料③として後段に掲載する。 

 

 

1-4 伴走型相談支援の今後の展望  

本調査研究では、伴走型相談支援の実施状況や課題を整理し、ガイドラインに反映可能な

事項についてはガイドラインにて実施方針や取組事例を示した。その上で、さらに追加の議

論や検討が必要な事項として、専門職のスキルの評価方法や委託の効果の認知向上、事業の

評価基準の整理、PDCA サイクルの仕組み・体制の整備等をあげた。本節では、令和７年度

以降伴走型相談支援が児童福祉法に基づく事業（妊婦等包括相談支援事業）として実施され

ることも踏まえ、本事業の今後の展望について記述する。 

 

（１） ガイドラインの周知・浸透 

本事業において、伴走型相談支援の市町村向けガイドラインを策定したが、今後はガイドラ

インの趣旨や内容の周知・浸透を図っていく必要がある。ガイドラインの策定においては、

これまでの市町村の取組状況も踏まえつつ、ヒアリング自治体の事例や検討委員からの意

見を盛り込んで作成した。市町村においては、令和７年度以降、事業の位置づけの変更によ

り妊婦等包括相談支援事業の運用を改めて検討する場合もあると考えられるが、その際に

十分にガイドラインの趣旨や内容を踏まえられるよう、国においては引き続き好事例の収

集・横展開等の方法により、周知を図っていく必要がある。 
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（２） 事業評価の仕組みの整備 

ガイドラインにおいて、市町村に対して事業の評価や PDCA サイクルの仕組みの整備に

よる伴走者のスキルアップや面談のクオリティ向上を図ることを期待されている。しかし

ながら、今年度の調査研究や先行研究では、事業評価や PDCA サイクルの仕組みの整備や

継続的な運用まで至っている具体的な事例の収集は十分にできていない。またガイドライ

ンにおいても事業の評価基準や PDCA サイクル実践の具体的な手法の記述はなされておら

ず、今後市町村における創意工夫の下で取り組まれていくものと考えられる。一方で、特に

面談の質に関する定量的な評価や改善の向上に向けた取組を、自治体事業において体系的

に取り組む例は少なく、各市町村において実施すべき具体的な取組がわからず、一部の先行

的な市町村を除いて取組が進まないという状況も想定されうる。また、自治体において評価

する観点や手法が異なることにより、市町村ごとに面談の質のばらつきが生じる可能性も

ある。 

こうした懸念を踏まえ、事業の質向上に向けた具体的な取組の手法や用いる資料等の例

を国において作成し、市町村に対して示すことが求められる。アウトプット・アウトカムの

観点では、面談実施率やその後の支援につながった件数・割合を見ることで定量的に評価可

能と考えられる。また、面談の質の観点では、伴走者・利用者（面談を受けた妊産婦や子育

て家庭）それぞれから、面談に対する評価や面談に対する意見を収集することが考えられる。

面談担当者については、委託にて実施している場合は、委託先の担当者からも聞き取ること

で、委託による実施方法の違いやその効果についても確認することが可能であるとともに、

委託先の面談の質の確保・向上について市町村が関与することができる。また利用者につい

ては、面談の場における担当者との会話の中では話しづらい意見や困りごとも含めて収集

するため、利用者向けアンケートの実施等などの手法が有効ではないか。 

このように、事業に対するフィードバックの仕組みを国として示し、そこに用いるツール

を整備することで、市町村における実施ハードルを下げるとともに、全国の市町村において

広く実施されることで、質の均てん化を図ることが期待される。 

こうした事業の質の向上に向けた取組に当たっては、市町村の負担を過度に増大させな

い工夫が同時に必要である。調査研究結果から見えるように、伴走型相談支援（特に１回目

の面談）の多くは保健師等の専門職において実施されている。面談の質の確保・向上に向け

ては、面談者のスキルアップが課題となるところ、母子保健や児童福祉の専門職等による実

施は、一定の質の確保に資するものであるといえる。一方で、特に都市部以外の地域におい

て保健師等の専門職の確保が難しくなっている現状において、今まで以上に伴走者の負担

を増大させることは現実的とは言えない。いくつかの先進事例においてみられる利用者へ

の情報発信や記録におけるデジタル技術の活用を進め、面談者等の業務負荷の軽減を図っ

ていくことが同時に求められる。 

（３） 面談の質の均てん化・向上 

前項では、面談の質の評価について記述したが、評価結果に基づく面談の質の向上の取組
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が必要であることは言うまでもない。これまで、面談における相談支援の内容は、既存の事

業での取組内容を踏まえて、各市町村における創意工夫に基づいて行われるものとして、具

体的に示されてこなかった。本調査研究においても、面談者のスキル向上が課題として挙げ

られており、現状では面談担当者の経験など個人のスキルにゆだねられている部分が大き

い。その結果、妊産婦等との会話を踏まえたリスクや支援ニーズの汲み取りや、利用できる

事業や支援の情報提供・つなぎについて、面談担当者によって対応にばらつきが生じてしま

う懸念がある。 

こうした懸念を解消し、面談の質の担保を図るため、面談時に聞き取る内容や提供するこ

とが望ましい情報を具体的に整理することや、国において面談にて提供すべき情報や面談

時に活用できる資材等を提供し、全国共通で活用していくことが考えられる。このことによ

り、面談担当者の知識や経験にかかわらず、妊産婦・子育て家庭への情報提供の質の担保を

図ることが可能となる。 

市町村においては、上記の資材や国からの情報提供を活用しながら、事例の共有や研修等

を通して、面談担当者のスキルアップを図っていくことが求められるのではないか。特に人

口規模の比較的大きい自治体においては、複数の職員が面談を担当することも多く、中には

経験の短い職員や母子保健・児童福祉分野の経験の少ない職員もいることも考えられる。ま

た、母子保健・児童福祉のいずれかの経験を有している職員であっても、両分野で相談支援

の経験を有する職員は必ずしも多くない。こども家庭センターでは統括支援員を中心に両

分野の連携を図ることが期待されているところであるが、本事業における面談という場面

を切り取っても、両分野の視点で支援に当たることが重要であり、統括支援員のみならず、

面談を担当する職員が広く知識やスキルを有することが求められているといえる。そのた

めには、妊産婦・子育て家庭等との面談の中で経験を積んでいくだけでなく、事例の共有や

研修等の方法により、面談担当者のスキルアップを図る仕組みを各市町村において整備し

ていくことが必要と考えられる。 

 

妊娠期から子育て期までの切れ目のない支援実施のためには、妊産婦や子育て世帯との

最初のタッチポイントとなる本事業がとても重要な位置にあるといえる。ポピュレーショ

ンアプローチとしての面はもちろん、ハイリスクアプローチにつなぐべきリスクを抱える

妊産婦や子育て世帯を見逃さないためにも、質の向上を目指したさらなる取組が求められ

る。令和７年度からは妊婦等包括相談支援事業として児童福祉法に位置付けられ、子ども・

子育て支援法による妊婦のための支援給付とは別の事業となる。しかしながら、子ども・子

育て支援法において、支給を行う際に、妊婦等包括相談支援事業による援助その他の支援を

効果的に組み合せて行うよう配慮することとされているように、身体的・精神的・経済的な

面で、妊婦への支援を総合的に行う観点から、面談と給付を一体的に実施することが求めら

れる。本調査研究において策定したガイドラインを踏まえ、各市町村において伴走型相談支

援・妊婦等包括相談支援事業のさらなる質の向上に努めていくことを期待し、本報告書の結
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びとする。 
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参考資料① アンケート調査票 
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参考資料② 単純集計結果 
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質問 1-2 貴自治体の基本情報についてお伺いします。以降の設問では、令和６年 10 月１

日時点での状況についてご回答ください。 

①所在する都道府県名を選択肢より選択してください。 

②貴自治体。 

 

図表 47 都道府県別回収率 
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図表 48 都道府県別回収率 

都道府県名 回答数 自治体数 回答率 

北海道 111 179 62.0% 

青森県 33 40 82.5% 

岩手県 29 33 87.9% 

宮城県 32 35 91.4% 

秋田県 20 25 80.0% 

山形県 24 35 68.6% 

福島県 41 59 69.5% 

茨城県 38 44 86.4% 

栃木県 21 25 84.0% 

群馬県 28 35 80.0% 

埼玉県 50 63 79.4% 

千葉県 48 54 88.9% 

東京都 47 62 75.8% 

神奈川県 26 33 78.8% 

新潟県 23 30 76.7% 

富山県 13 15 86.7% 

石川県 14 19 73.7% 

福井県 11 17 64.7% 

山梨県 16 27 59.3% 

長野県 57 77 74.0% 

岐阜県 33 42 78.6% 

静岡県 33 35 94.3% 

愛知県 45 54 83.3% 

三重県 21 29 72.4% 

滋賀県 16 19 84.2% 

京都府 21 26 80.8% 

大阪府 35 43 81.4% 

兵庫県 29 41 70.7% 

奈良県 29 39 74.4% 

和歌山県 23 30 76.7% 

鳥取県 7 19 36.8% 

島根県 14 19 73.7% 

岡山県 16 27 59.3% 
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広島県 19 23 82.6% 

山口県 12 19 63.2% 

徳島県 19 24 79.2% 

香川県 12 17 70.6% 

愛媛県 15 20 75.0% 

高知県 17 34 50.0% 

福岡県 52 60 86.7% 

佐賀県 17 20 85.0% 

長崎県 16 21 76.2% 

熊本県 28 45 62.2% 

大分県 13 18 72.2% 

宮崎県 16 26 61.5% 

鹿児島県 25 43 58.1% 

沖縄県 21 41 51.2% 

全国 1,286 1,741 73.9% 

 

 

質問 1-3 伴走型相談支援・経済的支援を担当されている部署が所管する業務として当ては

まるものを全てお選びください。 

図表 49 伴走型相談支援・経済支援を担当する部署が所管する業務 
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質問 2-1 貴自治体における伴走型相談支援の実施体制・実施方法についてお伺いします。 

１回目（妊娠届出時）・２回目（妊娠８か月ごろ）・３回目（出産後）の各回の面談及び３回

目後の情報発信・随時の相談受付について、実施体制（実施主体、担当者）として当てはま

るものを全てお選びください。 

※こども家庭センター未設置の自治体は、子育て世代包括支援センターまたは子ども家庭

総合支援拠点に読み替えてご回答ください。 

図表 50 １回目の面談の実施体制 
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図表 51 ２回目の面談の実施体制 

 

88.6%

1.6%

1.6%

18.8%

0.1%

0.2%

1.3%

1.8%

0.9%

6.0%

0.0%

0.3%

1.8%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.           ※             

      

2.           ※           

      

3.           ※           

4.                          

5.                        

6.                  

7.                          

8.                      

9.              

10.                            

          

11.                          

          

12.                        

13.   

N=1286



116 

 

図表 52 ３回目の面談の実施体制 
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図表 53 3回以外の面談の実施体制 
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質問 2-2 2-1 にて「７. 身近な相談機関（地域子育て相談機関等）の職員が対応」「８. 地

域の職能団体（助産師会等）の専門職が対応」「９. 上記以外の法人の職員が対応」「10. 保

健師・助産師等の医療の資格を有する個人に委嘱して対応 （有償・無償問わず）」「11. 社

会福祉士等の福祉の資格を有する個人に委嘱して対応 （有償・無償問わず）」「12.上記以

外の個人に委嘱して対応 （有償・無償問わず）」「13.その他」と回答された方にお伺いし

ます。次の面談のフローのうち、法人または個人に委託している部分を全てお選びくださ

い。 

図表 54 １回目の面談で委託しているフロー 
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図表 55 ２回目の面談で委託しているフロー 

 

図表 56 ３回目の面談で委託しているフロー 
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図表 57 3回以外の面談で委託しているフロー 
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質問 2-3 2-1 にて「７. 身近な相談機関（地域子育て相談機関等）の職員が対応」「８. 地

域の職能団体（助産師会等）の専門職が対応」「９. 上記以外の法人の職員が対応」「10. 保

健師・助産師等の医療の資格を有する個人に委嘱して対応 （有償・無償問わず）」「11. 社

会福祉士等の福祉の資格を有する個人に委嘱して対応 （有償・無償問わず）」「12.上記以

外の個人に委嘱して対応 （有償・無償問わず）」「13.その他」と選択されなかった方にお

伺いします。面談を委託していない理由として、最も近いものをお選びください。 

図表 58 面談を委託していない理由 

 

 

 

質問 2-4 面談の継続性担保の為の取り組みについてお聞きします。貴自治体で、面談の継

続性を担保するために取り組んでいるものとして当てはまるものをお選びください。 

図表 59 面談の継続性を担保するための取組 
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質問 3-1(1)  １回目（妊娠届出時）・２回目（妊娠８か月ごろ）・３回目（出産後）の各回

の面談及び３回目後の情報発信・随時の相談受付について、実施方法として当てはまるもの

を全てお答えください。 

※一部の面談のみで「１. 来所による面談を実施」とご回答された方は、当該面談のみにつ

いてお答えください。 

※こども家庭センター未設置の自治体は子育て世代包括支援センターまたは子ども家庭総

合支援拠点に読み替えてご回答ください。 

図表 60 １回目の面談の実施方法 
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図表 61 ２回目の面談の実施方法 

 

図表 62 ３回目の面談の実施方法 
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図表 63 3回以外の面談の実施方法 
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質問 3-1(2) 「１. 来所による面談を実施」とお答えいただいた方にお伺いします。実施場

所として当てはまるものを全てお答えください。 

※一部の面談のみで「１. 来所による面談を実施」とご回答された方は、当該面談のみにつ

いてお答えください。 

※こども家庭センター未設置の自治体は子育て世代包括支援センターまたは子ども家庭総

合支援拠点に読み替えてご回答ください。  

図表 64 １回目の面談の実施場所 

 

図表 65 ２回目の面談の実施場所 
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図表 66 ３回目の面談の実施場所 

  

図表 67 3回以外の面談の実施場所 
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質問 3-2(1) ２回目の面談についてお聞きします。２回目の面談時にアンケートを実施して

いますか。当てはまる方をお選びください。  

図表 68 ２回目の面談時のアンケート実施有無 

 

 

 

質問 3-2(2) ２回目の面談時にアンケートを実施している方にお聞きします。２回目の面談

時のアンケートは、どのような方法で行っていますか。当てはまるものをお選びください。  

図表 69 ２回目の面談時のアンケート実施方法 
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質問 3-3 ２回目（妊娠８か月ごろ）の面談の対象者として当てはまるものを全てお答えく

ださい。  

図表 70 ２回目の面談の対象者 

 

 

 

質問 3-4 ２回目（妊娠８か月ごろ）の面談時に受ける相談の内容として当てはまるものを

全てお答えください。 

図表 71 ２回目の面談時に受ける相談内容 
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質問 4-1(1) 出産・子育て応援給付金以外に、自治体独自で給付を行っているものとして当

てはまるものを全てお選びください（３回の面談に限らず、面談に来てもらうため・訪問を

受けてもらうために工夫していることを全てお選びください）。 

※ここでの「自治体独自の給付」とは、出産応援ギフト・子育て応援ギフトの金額の上乗せ

やおおよそ 3 歳頃までの現金・電子クーポンや子育て支援グッズ等の支給を指します。  

図表 72 自治体独自で行っている給付 
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質問 5-1 面談の予約は、どのような方法で受けていますか。当てはまるものを全てお選び

ください。 

図表 73 １回目の面談の予約受付方法 

 

図表 74 ２回目の面談の予約受付方法 
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図表 75 ３回目の面談の予約受付方法 

 

図表 76 3回以外の面談の予約受付方法 
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質問 5-2(1) 面談記録の対象として当てはまるものをお選びください。  

図表 77 面談記録の対象 

 

 

 

質問 5-2(2) 面談記録はどのような方法で行っていますか。当てはまるものを全てお選びく

ださい。  

図表 78 面談記録の方法 
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質問 5-2(3) 面談記録はどのように保存していますか？当てはまるものをお選びください。 

図表 79 面談記録の保存方法 
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質問 6-1(1) アセスメントに関してお聞きします。支援が必要な妊産婦・子育て家庭の判断

フローは、大まかに「検討対象の妊産婦・子育て家庭の抽出（特定の基準や担当者の判断に

より検討対象を抽出）」と「支援が必要な妊産婦・子育て家庭の決定（担当者や上位職また

は会議体により、検討対象から要支援者を決定）」の２つのステップに分けられると想定し

ます。 

アセスメントの初期段階にあたる「検討対象の妊産婦・子育て家庭の抽出（特定の基準や担

当者の判断により検討対象を抽出）」において、特定の判断基準を設けていますか。当ては

まるものをお選びください。複数のパターンがある場合は、当てはまるものを全てお選びく

ださい。 

なお、上記のフローに当てはまらない場合、具体的なフローをご記入ください。 

図表 80 アセスメント初期段階における判断基準の設置有無 
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質問 6-1(2) (1)で「５. 共通の判断基準は特にない（担当者が判断等）」と回答した方にお

聞きします。アセスメントの初期段階にあたる「検討対象の妊産婦・子育て家庭の抽出（特

定の基準や担当者の判断により検討対象を抽出）」において、検討対象か否かを判断するの

はどなたですか。当てはまるものをお選びください。複数のパターンがある場合は、当ては

まるものを全てお選びください。 

図表 81 アセスメント初期段階における判断担当者 

 

 

 

  

88.4%

71.1%

22.0%

18.4%

13.4%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.    

2. 母   担当 

3.  童  担当 

4.           

統    

5.    

N=277



136 

 

質問 6-1(3) 抽出された検討対象に対して、「支援が必要な妊産婦・子育て家庭の決定（担

当者や上位職または会議体により、検討対象から要支援者を決定）」を行う際、どのように

最終決定を行っていますか。当てはまるものをお選びください。複数のパターンがある場合

は、当てはまるものを全てお選びください。 

図表 82支援が必要な妊産婦・子育て家庭の決定を行う際の判断担当者 
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質問 6-1(4) (3)で「６. 複数人での議論や会議体での議論により判断」を選択した方にお

聞きします。議論または会議の参加者として当てはまるものを全てお選びください。 

図表 83 支援が必要な妊産婦・子育て家庭の決定を行う会議への参加者 
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質問 6-2(1) 伴走型相談支援を行うことで予兆を発見し、支援により虐待等の未然防止につ

ながった事例はありますか。ある場合は、発見した予兆として当てはまるものを全てお選び

ください。  

図表 84 伴走型相談支援による予兆の発見や、支援により虐待等の未然防止につながった事例 
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質問 7-1(1) 相談支援に関する情報連携を行っている団体・組織について、当てはまるもの

を全てお選びください。 

図表 85 相談支援に関する情報連携を行っている団体・組織 

 

 

 

質問 7-1(2) (1)で選択肢「１. 面談委託先」 を選択した方にお聞きします。情報連携方法

として当てはまるものを全てお選びください。 

図表 86 面談委託先との情報連携方法 
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質問 7-1(3) (1)で選択肢「２. 支援のつなぎ先」 を選択した方にお聞きします。情報連携

方法として当てはまるものを全てお選びください。  

図表 87 支援のつなぎ先との情報連携方法 

 

 

 

質問 7-1(4) (1)で選択肢「３. 医療機関（産科等）」 を選択した方にお聞きします。情報連

携方法として当てはまるものを全てお選びください。 

図表 88 医療機関（産科等）との情報連携方法 
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質問 7-1(5) (1)で選択肢「５. その他」 を選択した方にお聞きします。情報連携方法とし

て当てはまるものを全てお選びください。  

図表 89 その他の団体との情報連携方法 

 

 

 

質問 8-1(1) 面談回数を３回としたことで得られた効果として当てはまるものを全てお選

びください。  

図表 90 面談回数を３回としたことで得られた効果 
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質問 8-1(2) オンラインでの面談やアプリでの相談による効果についてお聞きします。得ら

れた効果として当てはまるものを全てお選びください。 

（オンラインでの相談受付を行っているか否か） 

図表 91 １回目の面談について、オンラインやアプリでの相談にしたことによる効果 

 

図表 92 ２回目の面談について、オンラインやアプリでの相談にしたことによる効果 
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図表 93 ３回目の面談について、オンラインやアプリでの相談にしたことによる効果 

 

図表 94 3回以外の面談オンラインやアプリでの相談にしたことによる 

効果 
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質問 9-1(1) 支援の質の改善に向けて行っていることがあればご回答ください。 

図表 95 支援の質の改善に向けて行っていること 

 

 

 

質問 9-1(2) (1)で「１. 職員・委託先の面談実施者の意見収集・反映・研修等」を選択した

方にお聞きします。行っている内容として当てはまるものを全てお選びください。 

図表 96 職員・委託先の面談実施者の意見収集・反映・研修等で行っている内容 
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質問 9-1(3) (1)で「２. 委託先職員の意見収集・反映・研修等」を選択した方にお聞きしま

す。行っている内容として当てはまるものを全てお選びください。 

図表 97 委託先職員の意見収集・反映・研修等で行っている内容 

 

 

 

質問 9-1(4) (1)で「３. 利用者の意見収集・反映等」を選択した方にお聞きします。行って

いる内容として当てはまるものを全てお選びください。 

図表 98 利用者の意見収集・反映等で行っている内容 
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質問 10-1(1) 貴自治体において、伴走型相談支援実施上の課題となっていることとして、

当てはまるものを全てお答えください。 

図表 99 伴走型相談支援実施上の課題 

 

 

 

  

49.8%

43.0%

31.8%

8.1%

2.5%

37.8%

58.3%

9.6%

29.5%

29.6%

18.1%

14.4%

37.9%

7.9%

5.1%

0% 20% 40% 60% 80% 100%

1.          

             

2.        

          

3.       

4.              

                 

5.                    

       

6.                 

7.             

8.             

         

9.           

10.           

       

11.             

          

12. 11.           

         

13.            

14.         

15.    

N=1286



147 

 

質問 10-1(2) (1)にて「７. 配慮を要する妊産婦の支援」を回答された方にお伺いします。

配慮を要する妊産婦の支援の詳細として、当てはまるものを全てお選びください。 

図表 100 配慮を要する妊産婦の支援の詳細 
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質問 10-1(4) (1)にて「14. 特に課題はない」以外を回答された方にお伺いします。 

(1)でご回答いただいた内容のうち、最も大きな課題となっているものを一つお選びくださ

い。 

図表 101 伴走型相談支援実施上の課題のうち、最も大きな課題 
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質問 11-1 伴走型相談支援の実施にあたって、貴自治体として創意工夫されている点や、

特徴的な取組について、当てはまるものを全てお選びください。 

図表 102 自治体の創意工夫している点や、特徴的な取組 
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質問 12-1 事業の継続・定着化に向けて必要な国からの支援として、当てはまるものを全

てお選びください。 

図表 103 事業継続・定着化に向けて必要な国からの支援 

 

 

 

質問 13-1 本アンケートのご回答内容を踏まえ、より詳細な取組内容をお伺いし、全国の

自治体向けの事例集・ガイドラインを作成するため、弊社（株式会社野村総合研究所）また

はこども家庭庁よりヒアリングをお願いすることがございます。 

ヒアリングをお願いした際にご協力いただくことは可能でしょうか？ 

図表 104 ヒアリングへの協力可否 
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参考資料③ ガイドライン案 
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1. はじめに 

近年、核家族化や共働きの進展により、周囲に頼れる人がおらず不安感を抱えながら

妊娠・出産を迎えざるを得ない場合や、孤立した環境において子育てを行う妊婦・子育

て世帯が増加していると考えられる。こうした状況では、子育てに伴う精神的ストレス

や負担感が増大することで、精神面での不調や、場合によっては、こどもへの虐待につ

ながってしまうこともあり得る。孤立した子育てを防止し、虐待リスクの高まりを防ぐために

は、出産前から継続して、市町村や支援機関等が、妊婦・子育て世帯とつながりを保ち、気軽に

相談できる環境や関係性を構築するとともに、必要に応じて適切な支援・サービスを提供でき

るよう体制を整備することが必要である。令和５年 12 月に閣議決定された「幼児期ま

でのこどもの育ちに係る基本的なビジョン（はじめの 100 か月の育ちビジョン）」にお

いても、こどもの誕生前から幼児期までの「はじめの 100か月」はこどもの育ちにおい

て特に重要な時期である一方、この時期には誕生・就園・就学前後などこどもを取り巻

く環境に大きな節目があることから、その節目がこどもの育ちの「切れ目」となること

がないように取り組む必要があることを指摘している。併せて、この時期の全てのこど

もの育ちを切れ目なく支えるため、妊娠・出産・子育てに関する分かりやすく信頼でき

る情報へアクセスしやすくすることや、専門性を持って妊婦・子育て世帯を支援し、そ

の成長に伴走する人の存在を確保することが重要であるとしている。 

妊娠・出産に寄り添う体制を整備するため、令和４年 10 月に閣議決定された「物価

高克服・経済再生実現のための総合経済対策」において「出産・子育て応援交付金事業」

の創設が掲げられ、令和４年度第２次補正予算にて実現した。この事業の特徴は、妊娠

時から出産・子育てまで一貫して身近で相談に応じる伴走型相談支援と、妊娠時・出産

後に 10 万円相当のギフトが支給される経済的支援を一体的に実施していることであり、

経済的支援をきっかけとして、市町村と子育て世帯のつながりを作り、子育ての孤立を

防ぐことに重点を置いている。 

「出産・子育て応援交付金事業」は、子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律

（令和６年法律第 47 号）において法律に位置づけられることとなった。伴走型相談支
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援は、「妊婦等包括相談支援事業」として児童福祉法（昭和 22年法律第 164号）におい

て規定される一方で、経済的支援については、妊娠時に５万円及び胎児の数に応じて５

万円ずつ支給する「妊婦のための支援給付」として、子ども・子育て支援法（平成 24年

法律第 65号）において整備されることとなった。 

「妊婦等包括相談支援事業」は、全ての妊婦・子育て世帯が継続的に面談等を受けることで、

市町村やその他の支援機関とつながりをもつポピュレーションアプローチとして位置づけられる。た

とえ、リスク要因がないように見える妊婦や子育て世帯であっても、妊娠や出産、子育

てによる気持ちや環境の変化に不安を抱えていることは少なくない。リスクの有無や支

援の要否にかかわらず、全ての妊婦・子育て世帯と面談等の機会を持ち、継続的な関係

性を構築することで、出産・子育てに向けた不安を軽減するのみならず、必要なときに

必要な支援・サービスにつなげることが可能となる。さらに、妊婦のための支援給付（旧

出産・子育て応援給付金）と一体的な運用を図ることで、市町村との関わりを持ちにくい妊婦・子

育て世帯とつながるきっかけとなるとともに、必要な支援・サービスの利用に係る経済的ハー

ドルを軽減し、より気軽に利用できるようになることが期待される。 

さらに、面談等の関わりの中で、特に手厚いフォローが必要な妊婦・子育て世帯を把

握し、市町村による継続支援を行うとともに、地域の子育て資源やその他の必要な支援・

サービスにつなげるといったハイリスクアプローチにつなげていくことも重要である。面談等で得

た情報をもとに適切なアセスメントや地域資源へのつなぎを行うことで、虐待などの重

大なケースに至る前に包括的で継続的な支援が受けられるようになる。 

本ガイドラインは、全国のどの市町村においても、妊婦等包括相談支援事業として実施される伴

走型相談支援が効果的に、高い質を保って実施され、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・

子育てができる環境が実現するよう、市町村における支援実施方法の例や各市町村の取組事例

などを示すものである。 
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2. ガイドラインの位置づけ 

（策定の経緯） 

令和４年度第２次補正予算にて創設された「出産・子育て応援交付金事業」は、開始

されてから約２年が経過する中で、各市町村において様々な工夫が取り入れられながら

運用されてきた。一方で、これまで、事業実施における一律の指針は示されていないこ

とから、全国で相談支援の質の担保・向上が図られるためには、標準的に押さえておき

たいポイントや留意事項や、モデルとなる取組事例を広く周知する必要がある。 

本ガイドラインは、伴走型相談支援が「妊婦等包括相談支援事業」として制度化され

ることに伴い、事業実施上のポイントや留意事項、取組事例などを示しながら、令和７年度から

の実施における指針を示すものである。各市町村においては、出産・子育て応援給付金及

び伴走型相談支援において各市町村において培われてきた知見を踏まえつつ、本ガイド

ラインを参照し、事業の実施方法や体制、運用等を整備していただきたい。 

本ガイドライン策定にあたっては、令和６年度子ども・子育て支援推進調査研究事業

「出産・子育て応援交付金事業における伴走型相談支援のあり方に関する調査研究」に

おける有識者や市町村職員等をメンバーとした検討会での議論を踏まえつつ、関連団体

等からの意見を反映した。また、同調査研究におけるアンケート調査にて各市町村の現

行の運用を把握するとともに、ヒアリング調査にて、創意工夫を図りながら伴走型相談

支援を実施している事例の収集を行った。本ガイドライン内においても、モデルケースとしてヒア

リング事例を掲載しているため、取組時の参考とされたい。 

 

（活用の方向性） 

各市町村においては、本ガイドラインにおいて示した事業の実施方法や体制、運用等

を基本としつつ、本事業の趣旨や目的を十分に踏まえ、ガイドラインに記載された内容にとどまら

ず創意工夫を凝らした取組により、全ての妊婦・子育て世帯が安心して出産・子育てができる環境

の実現に努めていただくことを期待する。また、実施主体となることが想定されるこども家庭

センターのガイドラインも併せて参照いただきたい。 
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こども家庭センターガイドライン（令和６年３月） 

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a7fbe54

8-4e9c-46b9-aa56-

3534df4fb315/487a437d/20240401_policies_jidougyakutai_Revised-Child-Welfare-

Act_25.pdf 

 

 

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a7fbe548-4e9c-46b9-aa56-3534df4fb315/487a437d/20240401_policies_jidougyakutai_Revised-Child-Welfare-Act_25.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a7fbe548-4e9c-46b9-aa56-3534df4fb315/487a437d/20240401_policies_jidougyakutai_Revised-Child-Welfare-Act_25.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a7fbe548-4e9c-46b9-aa56-3534df4fb315/487a437d/20240401_policies_jidougyakutai_Revised-Child-Welfare-Act_25.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/a7fbe548-4e9c-46b9-aa56-3534df4fb315/487a437d/20240401_policies_jidougyakutai_Revised-Child-Welfare-Act_25.pdf
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3. 事業ガイドライン  

 

 

1.事業の概要 

（事業の目的） 

「妊婦等包括相談支援事業」は、主に妊婦及びその配偶者やパートナーその他の者（以

下「妊婦及び配偶者等」という。）に対して面談等により情報提供や相談等を行う事業

であり、その実施は市町村の努力義務とされている（児童福祉法第６条の３第 22 項）。

加えて、子ども・子育て支援法の地域子ども・子育て支援事業である（同法第 59 条第

1 号）。 

本事業は、妊婦及び配偶者等に対して、面談や情報提供、相談などを行い、妊婦及び

配偶者等の心身の状況や環境を把握し、母子保健や子育てに関する支援を行うことを目

的としている。また、妊婦のための支援給付（子ども・子育て支援法第 10 条の 12）と

効果的に組み合わせることにより妊娠中の身体的、精神的及び経済的な負担の軽減のた

めの総合的な支援を行うことが期待されている（子ども・子育て支援第 10 条の３）。 

 

（支援の考え方・基本） 
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本事業には、全ての妊婦及び配偶者等へ面談を実施することによるポピュレーション

アプローチの面がある一方、面談等の関わりの中で、特に配慮が必要な妊婦及び配偶者

等を把握し、継続支援を行うとともに、地域の子育て資源や必要な支援サービスにつな

げるハイリスクアプローチの面を持つ。特にハイリスクアプロ―チに関しては、虐待等

の未然防止の観点からも重要であり、面談等を通した適切かつ明確な基準に従ったアセ

スメントが求められる。 

 

（面談者の役割・責務・心構え） 

 面談者には、上述の考え方をよく理解した上で面談等の支援にあたることが求められ

る。本事業は、核家族化や地域コミュニティの衰退が進む中、孤立のリスクが高まる妊

婦及び配偶者等と市町村のつながりのきっかけとなり、継続支援の必要な妊婦及び配偶

者等を適切な支援につなげることを目的とした事業である。面談者には妊婦及び配偶者

等の各時期における悩みの理解や寄り添う姿勢及び配慮、つなぐべき支援に関する知識や理解に

加え、適切なアセスメントにより継続支援が必要な妊婦及び配偶者等を取りこぼしなく把

握するスキルも求められる。 

 

2.実施主体 

⚫ 市町村（こども家庭センター等） 

伴走型相談支援は、母子保健・児童福祉の両機能の連携・協働を深め、虐待への予防

的な対応から子育てに困難を抱える家庭への支援まで、ポピュレーションアプローチとハイリス

クアプローチを両輪として、こども家庭センターにおいて実施することが基本である（母子保健法第

9 条の２、母子保健法第 22 条）。その上で、こども家庭センターを設置していない場合

や、妊婦の利便性や提供内容等を踏まえ、こども家庭センター以外で伴走型相談支援を

実施することが適当であると認められる場合においては、母子保健法（昭和 40 年法律

第 141 号）に基づく母子保健事業、子ども・子育て支援法に基づく利用者支援事業、児

童福祉法に基づく子育て支援事業等を行う課など適切な部門において実施されたい。 
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（民間団体との連携） 

対象者がより身近で気軽に相談支援を受けることができるよう、各市町村の人員体制

や地域資源の状況等の地域の実情に応じて、民間団体等が実施する地域子育て支援拠点、

地域子育て相談機関、保育所、幼稚園、認定こども園等（以下「地域子育て支援拠点等」

という。）に面談等の業務を委託することができる。 

伴走型相談支援の実施にあたっては、こども家庭センター等と、民間団体等が運営する地域

の関係機関とが顔の見える関係性・信頼関係を築き、気になる妊婦及び配偶者等を把握した場

合の相談先として相互に相談・連絡できるようにすることが望ましい。密に情報共有・連携するこ

とで、より適切できめ細かな支援を届けられるほか、より良い連携に向けた意見交換等

を通じて地域における子育て支援の質の底上げを図ることができる。 

 

3.対象者 

本事業の対象者は、児童福祉法施行規則（昭和 23 年厚生省令第 11 号）第１条の 32

の９において、妊婦及び出産した者、これらの配偶者並びに市町村長が妊婦等包括相談支援

事業による支援が必要と認める者に対して行うものとされている。妊婦自身が不安を覚える

場合のほか、配偶者等が、妊婦やこどもとの関わり方に対して不安や悩みを抱くことも

あると指摘されている。このため、対象者に対して面談等を行うことで、子育て世帯に

おける産前・産後の孤独・孤立や育児の不安・負担の軽減を図るとともに、必要な支援

につなげていくことが求められる。 

「はじめの 100 か月の育ちビジョン」においても、保護者・養育者はこどもに最も近

い存在であり、「アタッチメント（愛着）」の対象としてこどもの育ちに強い影響を与え

るからこそ、妊婦及び配偶者等を社会全体で支援・応援し、そのウェルビーイングを支

えることが重要とされている。また、こどもの「はじめの 100 か月」は保護者・養育者

自身にとっても養育経験の最初の時期であることから、父親も含めて、こどもとともに

成長していくことができるよう、こどもの育ちに関する必要な知識の獲得等に向けた支

援が重要であることを示している。本事業における面談等についても、こうした理念を

踏まえた形で行うことが求められる。 
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4.妊娠の届出時の面談 

①実施時期・実施体制 

 「妊婦等包括相談支援」は、児童福祉法施行規則第１条の 32 の９に基づき、妊婦の

ための支援給付を受ける資格を有することの認定を受け付けた時、出産前及び出産後の

適当な時期に実施するとされている。初回である妊娠の届出時の面談は、配偶者やパー

トナー、同居家族も同席した上、妊婦給付認定申請時に行うことが望ましい。このため、

配偶者やパートナーが同席できる面談日の設定を推奨する案内をするなどの工夫も考

えられる。 

対象者が集中し待ち時間が長くなってしまうことが想定される場合は、妊婦の体調に

配慮するために事前予約制を取るなど、各市町村で実務にあたる人員や出生数を考慮し

円滑な運営のできる体制を整えることが望ましい。妊婦と信頼関係を構築し、以降継続し

た支援を実施するためにも、ファーストコンタクトで妊婦に身体的な負担や精神的ストレスを与え、

不安や不信感を抱かせることのないよう留意が必要である。 

 

②面談者 

面談は、保健師、助産師等の専門職に加え、一定の研修（※）を受けた者が行うことも想定

される。 

特に妊娠の届出時の面談では、出産に関する不安等を抱える妊婦に対して、気持ちに

寄り添いながら出産までの見通しを一緒に立てるよう支援することが求められる。この

ため、傾聴力や対話スキル、適切な支援サービスを紹介するためのサービス内容等への深い理解

が求められる。また、虐待等の未然防止のためには、できるだけ早期におけるリスク把

握が重要であるため、過去の妊娠・出産、子育て、本人や家族等周囲の状況等を考慮し

ながら、適切なアセスメントを行うスキルが求められる。 

（※）「一定の研修」とは、利用者支援事業実施要綱（＊１）に定める研修（＊２）を想

定している。 

＊１ 妊婦等包括相談支援事業は、子ども・子育て支援法第 59 条第１号の地域子ど

も・子育て支援事業（利用者支援事業）に位置づけられている。 

＊２ 妊婦及び配偶者等へ面談を基本に相談支援を行う事業であるため、保護者等の
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ニーズを把握し、当事者の目線に立って、最適な子育て支援に係る施設や事業等

を提案して円滑な利用の手助けをする役割を担う者として、利用者支援事業ガイ

ドラインに定める利用者支援専門員の要件となる研修を用いることとしている。 

 

③実施の方法 

a.面談の内容 

妊娠の届出時の面談では、妊婦及び配偶者等に対し、妊娠期から出産後の見通しや過

ごし方、出産育児一時金（出産時に公的医療保険から支払われる一時金）や出生届、出

生連絡票等の各種手続について案内するとともに、妊婦の妊娠時の気持ちや健康状態、

家庭の状況等を把握することが必要である。つわりや出血等の体調の確認をして、体調

によっては随時の面談や電話での確認を行うなど、継続支援につなげるよう心がけたい。

また、産後の支援の有無や支援者、里帰りの有無と里帰り先、期間なども聞き取れると

よい。妊娠届出時にアンケートを行うなどして事前に状況を把握する等の工夫も考えら

れる。 

面談は原則対面で行うこととし、対象者と対面して表情や仕草、その雰囲気や様子を

確認することが重要である。対面での面談の必要性を妊婦及び配偶者等に伝えてもなお、

妊婦の体調不良等やむを得ない場合には、アプリケーション等を活用したオンラインに

よる実施や電話等による対応も想定されるが、いずれにしても、対象者の雰囲気や様子

を可能な範囲で把握することが重要である。 

また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じ、母親学級・両親学級の開催予定、

困ったときの相談先や産後ケア事業、地域の子育て資源等、利用できる支援サービスの

紹介を行うことが望ましい。 

妊娠・出産、子育てに対するイメージを持っていただくため、「はじめの 100 か月の

育ちビジョン」の HP に掲載されている妊娠期から幼児期までのこどもの育ちに関する

妊婦・乳幼児の保護者・養育者に向けた普及啓発の動画・ハンドブックや Web 記事等

や、地域の出産を取り扱う病院、産科／産婦人科クリニック（診療所）、助産所（助産

院）などを検索できる「出産なび」等の紹介を行うことも考えられる。 
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「はじめの 100 か月の育ちビジョン」 

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo_sodachi/ 

「出産なび」 

https://www.mhlw.go.jp/stf/birth-navi/index.html 

 

b.面談の予約 

 市町村の規模や窓口体制によっては、随時窓口に来庁しての受付では、面談までに待

ち時間が生じ対象者に負担をかける可能性が想定される。その場合は、電話や電子申請

予約システム（例：マイナポータル（ぴったりサービス）、市町村独自のシステム、そ

の他既存のツール）等を利用し予約制を取ることが望ましい。 

〔取組事例〕 

○ 既存のツールを用いた予約の受付 

 参考資料【１】参照 

 

c.記録 

➢ 記録の対象 

面談を実施した場合には、面談記録を作成する必要がある。 

➢ 記録内容 

想定される記録内容については以下の通りである。これらの記録項目は、令和５年

度に実施した「出産・子育て応援交付金事業の実施状況の把握、好事例の収集及び今

後のあり方に関する調査研究」により、転出入をした場合や関係機関との情報連携を

する場合に連携すべき項目としてとりまとめられ、更に、健康管理システムの標準化

に伴い検討が行われた管理項目となっている。 

なお、健康管理システムの管理項目については、全国の市町村の意見や事例等によ

り幅広く記録を可能とするために設定されているものであり、市町村の運用に合わせ

て記録する項目を取捨選択し、または追加設定する必要がある。特に、妊娠の届出時

の面談で記録した内容によるアセスメントでは、妊娠初期の妊婦の環境や体調、精神

https://www.cfa.go.jp/policies/kodomo_sodachi/
https://www.mhlw.go.jp/stf/birth-navi/index.html
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面について丁寧に聞き取ることが必要であるなど、各面談の時期に応じて聞きとる要

素が異なることから記録の内容については、面談の時期に応じて項目設定した上で作

成することが重要である。なお、面談に際して、妊婦及び配偶者等の状況の把握より

も設定した項目を記録することに注力することや、聞き取った重要な情報について、

あらかじめ定めた項目がないことをもって記録に残さない等の運用は避けるべきも

のである。 

 

【想定される記録内容】 

※ 健康管理システム標準化管理項目から市町村の記録として推奨する内容を抜粋 

面談実施方法、面談実施日、面談時間、面談同席者、面談場所、婚姻状況、家族構成、

国籍、就労状況、妊娠週数、多胎、出産予定日、出産予定病院、転出予定、不妊治療、

妊娠回数、出産回数、既往歴、飲酒、喫煙、体調、生育歴（成育歴）、妊娠への気持ち、

相談先、支援者、相談の主訴、不安や困りごと、対応者の所感、情報共有の実施、アセ

スメント結果 

 

➢ 記録の管理 

面談記録の管理は、転出入の際に他の市町村と情報連携が出来るよう、健康管理シス

テムに記録することが望ましい。面談実施を紙媒体で行う場合や、デジタル技術を活用

した専用システムにより面談を実施する場合など、市町村によって実施方法は異なるこ

とが考えられるが、いずれの方法においても、情報共有及び情報連携をするためには、

統一した記録方法と管理が必要であることから、健康管理システムの活用を推奨する。 

なお、特に特定妊婦や配慮を要する妊婦については、庁内や外部機関（医療機関等）

との連携が必要なケースが多く、円滑かつ正確な情報共有のため、健康管理システムの

記録項目以外に面談時の紙媒体で残した情報等も記録しておくことが望ましい。 

さらに、面談を委託している場合には、委託先が記録を作成し、面談後に市町村へ提

出する形とすることが望ましい。また、必要に応じて電話等で面談時の様子を共有する

など、実施主体である市町村が、対象者の様子を詳細に把握するよう努めることが重要
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である。 

面談等で得られた情報を関連部局等で共有することについては、面談開始時または終

了時に文書または口頭で、情報共有の意義と守秘について丁寧に説明を行い、妊婦等か

ら同意を得ることが必要となる。同意については文書において行われることが望ましい。 

詳細は 13. 情報保護・情報共有を参照のこと。 

 

d.アセスメント 

 配慮を要する妊産婦や子育て世帯を取りこぼしなく把握し適切な支援につなぐため

には、その担当者が面談等にあたっても適切にアセスメントが実施できるよう、アセス

メントツールの活用が有効である。 

リスクアセスメント等により児童福祉機能につなぐ必要があると考えられる妊産婦

及びその家庭を把握した場合は、こども家庭支援センターの統括支援員とも相談の上、

当該妊産婦及びその家庭を、こども家庭センターにおいて母子保健機能と児童福祉機能

が合同で開催するケース会議（合同ケース会議）に報告するかどうかを検討する必要が

ある。 

 合同ケース会議では、統括支援員を中心として、妊婦及び配偶者等の情報や課題等を

こども家庭センターの母子保健機能及び児童福祉機能の職員の双方が共有した上で、特

定妊婦等に該当するかの判断や、当該妊産婦及びその家庭への支援方針の検討・決定を

行う。合同ケース会議の結果、特定妊婦には該当しない場合であっても、こども家庭セ

ンターの母子保健機能・児童福祉機能の職員双方によるフォローが必要と判断された場

合は、母子保健事業等の機会を活用しつつ、対象者の状況やニーズを把握し、適宜、合

同ケース会議で情報共有をするなど、引き続き両機能による一体的な支援体制を構築す

る必要がある。 

サポートプランの策定については、こども家庭センターガイドラインを参照されたい。 

 

（リスクアセスメントシート） 

 リスクアセスメントシートは、令和４年度「母子保健における児童虐待予防等のため
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のリスクアセスメントとの実証に関する調査研究」（国立成育医療研究センター）にて

作成された「妊娠・出産期のリスクアセスメントシート」を参考にされたい。 

 

令和４年度「母子保健における児童虐待予防等のためのリスクアセスメントとの実証に

関する調査研究」（国立成育医療研究センター） 

「妊娠・出産期のリスクアセスメントシート」 

https://www.ncchd.go.jp/center/activity/kokoro_jigyo/r04/assessment01.pdf 

リスクアセスメントシート運用マニュアル 

https://www.ncchd.go.jp/center/center/activity/kokoro_jigyo/r04/manual.pdf  

https://www.ncchd.go.jp/center/activity/kokoro_jigyo/r04/assessment01.pdf
https://www.ncchd.go.jp/center/center/activity/kokoro_jigyo/r04/manual.pdf
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5.妊娠後期の面談 

① 実施時期・実施体制 

 妊娠後期の面談については、出産が近づき、悩みや不安の内容が妊娠初期より明確に

なり、不安の度合いの高まる妊婦もみられることから、対象者全員に対して可能な限り

対面で面談を行うことが望ましい。また、妊娠後期の面談についても、パートナーや同

居家族が同席した上で実施することが望ましい。 

 妊婦のための支援給付を受け取るために必要な「胎児の数の届出」が、子ども・子育

て支援法施行規則（平成 26 年内閣府令第 44 号）第１条の４の３に基づき、出産予定日

の８週間前以降に行うとされていることを踏まえ、働いている妊婦が産前休暇に入り面

談の時間を比較的取りやすい時期でもある妊娠８か月頃を目安とした時期に面談を実

施することが想定されている。 

 

② 面談者 

面談者は、妊娠の届出時の面談と同様、保健師、助産師等の専門職に加え、一定の研

修（※）を受けた者が想定される。なお、妊娠後期の面談について、地域子育て支援拠

点等を実施する事業所や地域子育て相談機関等に委託する場合であっても、一定の研修

（※）を受けた保育士、利用者支援専門員等が面談を実施することが求められる。 

 妊娠後期は、妊娠初期と比較して、出産に関する悩みや不安が明確になる時期であり、

また産後の見通しについても考える時期であることから、面談者は、産前に妊婦が抱え

やすい不安に寄り添いつつ、適切な支援との連携、産後に受けられるサービスを提案し

一緒に検討する姿勢が求められる。可能であれば、面談には妊婦の配偶者やパートナー、

同居家族にも同席してもらい、出産後の見通しや育児への心構えを配偶者やパートナー、

同居家族にも持ってもらえるようサポートすることが望ましい。 

また、出産後、子育て期に産婦やこども、家族等が不安や悩みを抱えて孤立しないよ

う、地域の子育て資源等に早期からつないでおくことが重要であるが、妊娠後期は本人

の興味関心の高まり、時間等の余裕を考慮しても、出産後の見通しや子育てに関する情

報を伝えることに適した時期と想定されるため、このタイミングを捉えて、実際に子育

て支援を行っている場所を訪れる機会を設けて案内する等の工夫を行うことが推奨さ
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れる。 

 「はじめの 100 か月の育ちビジョン」においても、妊婦及び配偶者等がこどもの育ち

についての関心や理解を深め、困った時に支援を得られる人や手段を確認するなど、今

後の子育てをポジティブに感じられるような見通しを持つことができるように、あらゆ

る機会を活かして支えていく必要があることを示している。 

※ 「一定の研修」については、４.妊娠の届出時の面談②面談者に記載の内容を参照

のこと。 

 

③実施の方法 

a.面談の内容 

市町村（こども家庭センター等）は、面談等の対象者に対し、特に出産後の見通しや

過ごし方、必要となる各種手続、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための

面談を実施する。また、面談等により把握した妊婦の状況等に応じて産後ケア事業の案

内や、子育てに関わるさまざまな事業や制度をまとめた子育て支援ガイドブック（以下

「子育てガイド」という。）を用いて、必要な支援サービスの利用等を案内することも

考えられる。 

面談は、原則、「胎児の数の届出」の提出がなされるのにあわせて対面で行う。妊婦

及び配偶者等の様子を適切に把握するためには、表情や仕草、その雰囲気を確認するこ

とが重要である。ただし、当該届出が電子申請でなされる場合や、里帰り先から郵送等

で行われている場合には、オンラインによる面談を検討する必要がある。オンラインに

よる面談においても、妊婦及び配偶者等の様子を可能な限り把握することが重要である。 

 

b.面談の予約 

 妊娠の届出時の面談と同様、面談の待ち時間等が想定される場合には、電子申請予約

システム等を利用し予約制を取ることも考えられる。 

〔取組事例〕 

○ 既存のツールを用いた予約の受付 
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 参考資料【１】参照 

 

c.記録 

 記録の対象、記録の内容、記録の管理においては、４.妊娠の届出時の面談と同様。 

d.アセスメント 

 基本的には、４.妊娠の届出時の面談と同様に行う。出産が近づいたことで心配事が

明確になり、妊娠初期よりも大きな不安を抱える対象者や、妊娠初期には大きな問題が

なくとも、周囲の環境の変化などにより支援が必要となった対象者が存在する可能性も

あるため、面談時には注意して様子を聞き取る必要がある。 

 

（委託機関との連携） 

面談を委託している場合には、面談記録等を通して面談時の対象者の様子を委託機関

と連携すること。その際、記録のやり取りに加え、定期的な連絡会や電話での個別の連

絡など、記録上で伝達の難しい事項についても双方が共有できるよう工夫することが望

ましい。 

 また、市町村が提供する支援の一覧を委託機関に共有するなど、適切な支援サービス

へつなぐためには委託機関への情報提供などの工夫も効果的である。 
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6.出産後の面談 

①実施時期・実施体制 

出産後の面談等は、原則として、乳児家庭全戸訪問事業の実施期間である生後４か月

頃までの間に実施する。この期間に面談等を実施できなかった場合であっても、産婦を

必要な支援に早期につなげる観点から、できる限り早い時期に実施することとする。乳

児家庭全戸訪問事業における訪問を妊婦等包括相談支援事業における面談として位置

づけることも可能である。出生届の提出時に本事業の受付窓口に案内して面談の予約ま

でつなげるといった市町村の体制整備も重要である。 

 

②面談者 

面談者は、妊娠の届出時の面談及び妊娠後期の面談と同様、保健師、助産師等の専門

職に加え、一定の研修を受けた者が想定される。 

産後は、出産に伴う身体的・精神的不調や夜泣き等による育児疲れ等の悩みを抱える

子育て世帯が多い。また、保育園の手続きや自身の仕事への復帰等についても不安を抱

えやすい時期である。面談者には、各子育て世帯の状況を適切に捉え、地域子育て支援

拠点や子育てサークルなど先輩家庭と出会う機会の紹介、産後ケア事業等の紹介、育児

休業等給付や保育園の入園手続き、求職相談窓口の紹介などを行うため、支援サービス

や地域の子育て資源等の知識・理解が求められる。また、継続した支援が提供可能であ

ることを伝え、状況に応じてその他の子育て資源等と連携しつつ、必要な支援が途切れ

ないよう意識する必要がある。 

また、生後 6 カ月を経過したこどもについては、こども誰でも通園制度（乳児等通園

支援事業）により、こどもが家族とは異なる経験や家族以外の人と関わる機会を得るこ

とができるとともに、孤立感や不安感を抱える保護者の負担感の軽減が期待できること

から、面談に際しては、制度の利用を促すことも重要である。 

 「はじめの 100 か月の育ちビジョン」においても、こどもの育ちを切れ目なく支える

観点から、こどもの誕生前後で大きく生活環境が変わる子育て家庭に対して、支援を求

めにくい事情がある人も含め、妊産婦・乳幼児の健診や地域子育て支援など様々な機会

を活用し、多職種による重層的な支援を届けることが重要であることを示している。 
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③実施の方法 

a.面談の内容 

市町村（こども家庭センター等）は、乳児家庭全戸訪問事業や、地域子育て支援拠点

等が実施する親子を対象とした交流イベント等の機会を活用して、産婦やその家族に対

し、産婦のこどもや子育てに関する気持ちや健康状態、家庭の状況等を把握するために

市町村が定めるアンケートへの協力を求めた上で、妊娠後期の面談で案内した子育てガ

イドを基に、利用できる支援サービスなどを一緒に確認するための面談等を実施する。

また、面談等により把握した産婦の状況等に応じて、産後ケア事業、一時預かり事業、

その他必要な支援サービスの利用等を案内する。 

 

b.面談の予約 

 落ち着いて話す時間を確保する意味から予約制を取ることが望ましい。 

出生届の提出時に面談の日時を決める運用とすることで、日程調整のやりとりの中で

面談に先んじて出産後の大まかな状況を把握することも可能となる。また、電子申請予

約システム等や、出生通知書のほか事前に郵送したハガキやアンケートによって決める

等の方法も想定される。 

〔取組事例〕 

○ 既存のツールを用いた予約の受付 

 参考資料【１】参照 

 

c.記録 

記録の対象、記録の内容、記録の管理においては、４.妊娠の届出時の面談と同様とな

る。  

 

d.アセスメント 

 基本的には４.妊娠の届出時の面談と同様に行う想定である。アセスメントについて

は、令和４年度「母子保健における児童虐待予防等のためのリスクアセスメントとの実
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証に関する調査研究」（国立成育医療研究センター）にて作成された「乳幼児期のリス

クアセスメントシート」を参考にされたい。また、同様の項目を含む場合は、市町村で

独自に作成しているアセスメントシートを使用することも可能である。こどもに対する

アセスメントが可能となる時期であるため、こどもや子育て環境に関してもよく聞き取

り状況の把握に努める必要がある。 

 

令和４年度「母子保健における児童虐待予防等のためのリスクアセスメントとの実証に

関する調査研究」（国立成育医療研究センター） 

「乳幼児期のリスクアセスメントシート」 

https://www.ncchd.go.jp/center/activity/kokoro_jigyo/r04/assessment02.pdf 

リスクアセスメントシート運用マニュアル 

https://www.ncchd.go.jp/center/center/activity/kokoro_jigyo/r04/manual.pdf 

 

  

https://www.ncchd.go.jp/center/activity/kokoro_jigyo/r04/assessment02.pdf
https://www.ncchd.go.jp/center/center/activity/kokoro_jigyo/r04/manual.pdf
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7.妊娠の届出時と妊娠後期の間、また妊娠後期と出産後の間の随時の面談 

４.妊娠の届出時の面談、５.妊娠後期の面談、６.出産後の面談の３回の面談以外で

も、妊婦や子育て世帯に対して、随時の相談受付等を継続的に実施することが望ましい。

特に、配慮を要する妊産婦の場合は、３回の面談のタイミングを待たず、積極的にアプ

ローチすることが望まれる。また、継続して妊産婦や子育て世帯とつながるため、妊産

婦や子育て世帯が相談するきっかけを作るために、12.事業実施上の工夫にて紹介する

事例を参考にされたい。 

 

8.出産後の面談以降の随時の面談 

出産後の面談の実施後も、概ね２歳になるまでの期間においては、対象者の状況や希

望に応じて随時面談等を実施することが望ましい。特に、配慮を要する産婦の場合、子

育て期も定期的に連絡を取るよう心掛け、それらに該当しない場合でも、子育て期間中

の継続した支援が可能であることを伝え、相談しやすい状況をつくる必要がある。また、

前述の通り、継続して妊婦や子育て世帯とつながるため、及び産婦や子育て世帯が相談

するきっかけを作るために、12.事業実施上の工夫にて紹介する事例を参考にされたい。 

 

9.情報発信等 

妊産婦やその家族への情報提供については、紙媒体のみでの周知では必要な情報が届

かないことが考えられる。このため、自治体が運営する子育て関連アプリや SNS、オン

ライン等を活用しつつ、プッシュ型による子育て支援等に関するイベント情報等の情報

発信が重要である。具体的な情報発信の方法や内容については、以下に示す事例集など

を参照されたい。また地域によっては、複数言語での多文化対応の広報等についても十

分に配慮することが望ましい。 

出産・子育て応援交付金事業の事例集（第１版） 

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/be

80930d-51d1-4084-aa3e-b80930646538/e11e1abc/20230401_policies_shussan-

kosodate_01.pdf 

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/be80930d-51d1-4084-aa3e-b80930646538/e11e1abc/20230401_policies_shussan-kosodate_01.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/be80930d-51d1-4084-aa3e-b80930646538/e11e1abc/20230401_policies_shussan-kosodate_01.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/be80930d-51d1-4084-aa3e-b80930646538/e11e1abc/20230401_policies_shussan-kosodate_01.pdf
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出産・子育て応援交付金事業の事例集（第２版） 

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/be

80930d-51d1-4084-aa3e-b80930646538/48ba29ec/20240205_policies_shussan-

kosodate_29.pdf 

 

〔取組事例〕 

○ 市町村独自のツールを用いた情報発信 

 参考資料【２】参照 

○ ガイドブックや HP、アプリによる情報発信 

 参考資料【３】参照 

  

https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/be80930d-51d1-4084-aa3e-b80930646538/48ba29ec/20240205_policies_shussan-kosodate_29.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/be80930d-51d1-4084-aa3e-b80930646538/48ba29ec/20240205_policies_shussan-kosodate_29.pdf
https://www.cfa.go.jp/assets/contents/node/basic_page/field_ref_resources/be80930d-51d1-4084-aa3e-b80930646538/48ba29ec/20240205_policies_shussan-kosodate_29.pdf
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10.面談の質の向上 

（面談者や対象者からの意見・要望の収集と反映） 

本事業の質の向上・改善に向けて、面談者は、本事業の意義や目的を正しく理解した

上で、対象者への適切な言葉かけや関係性の構築等を目指した対話技能を含む対人関

係技能を身につけていることが求められる。面談にあたっては、対象者のニーズに対応

するような支援につなげるため、地域の子育て資源等の知識及び子育て家庭の養育状況

に応じた適切な連携方法の把握に努める必要がある。そのため、面談者は常に最新の情

報を把握しておくことが求められる。また、市町村は、対象者への適切な情報提供のた

めに、関係機関とのネットワーク構築や情報共有のシステム化等を通じて、面談者が横

断的な情報を入手でき、対象者に迅速にサービスが提供できる仕組みづくり等の環境整

備を行うことも期待される。 

基本的な姿勢や心構え、面談の進め方は、担当課内等で適時適切に指導することが期

待されるが、併せて、定期的な研修等を実施し、必要なスキルについて再確認すること

やこれまでのスキルを振り返る機会を作ることも重要である。面談者同士で双方の面談

の様子についてフィードバックを行う、対象者からの意見を収集し要望をサービスの

提供や支援の体制整備に反映させるなどの工夫も求められる。 

また、対象者の課題に向き合い、解決に向けて寄り添った対応を進めていくためには、

対象者との信頼関係を構築していくことが必要になる。信頼構築に向けて、対象者とのつ

ながりを維持するためにも、妊婦のための支援給付やその他の取組と連動して面談を実

施する等、妊産婦等に寄り添った多様なアプローチを可能にする仕組みづくりや支援体

制の整備が望まれる。 

 

〔想定される取組みの例〕 

１） 面談者（委託先職員等）の意見収集やふりかえり 

 委託先職員等から支援の実施体制や運用方法についての意見を収集し、随時実施

体制や運用方法の見直し・改善を行う。意見収集の機会としては、随時行うことに加

え、定期的な会議・連絡会などが想定される。また、市町村職員含め、面談者で面談
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実施体制・方法・運用状況についてふりかえる機会を設けるなどの工夫も行うことが

望ましい。 

 

２） 対象者の意見収集 

 面談時、対象者から支援そのものへの要望を聞き取る、また支援に対する満足度を

聞き取るなど、対象者が求める具体的な支援・支援の在り方についてヒアリングを行

う。意見収集の方法としては、面談時に直接聞き取ることに加え、面談後等にアンケ

ートを実施することなどが考えられる。 

 

（面談の継続性の担保） 

面談内容の継続性の担保や妊産婦との関係構築の観点からは、同じ者が継続して面談

を行うことは一定の意義があるが、面談希望日と面談者の勤務日が合わない場合や、対

象者の抱えている課題と面談者の専門性、対象者との相性等を踏まえて担当変更が望ま

しい場合など、必ずしも同じ者が担当出来ないことも考えられる。たとえそのような場

合でも、前回の面談情報を共有するなど連携を密にし、妊産婦に寄り添い、多様なニー

ズを踏まえて適切なサービスにつなぐことが重要である。面談を外部に委託している場

合も、連絡会の実施や随時の情報共有などの工夫を行うことが望ましい。 

 

 〔取組事例〕 

○ 子育てに関する相談窓口の設置と連携 

参考資料【４】参照 

 

○ マイ・サポート・スペース 

参考資料【５】参照 
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11. 配慮を要する妊産婦・家庭への対応 

 妊産婦やその家族に対する面談等により、出産・育児等の見通しを立て、悩みの相談

を受けることなるが、以下に該当するケースについては、その置かれている状況から、

より丁寧な対応が求められる。また、専門的な支援につなぐことも多いと思われるが、

その際、支援内容を妊産婦やその家族が理解の上つなぐことが、その後の速やかな支援

につながることから、そのような観点も考慮し、適切に対応されたい。 

 

⚫ 若年妊婦 

 若年妊婦の場合、未婚、経済的基盤が弱い、周囲の協力が得られにくい、社会体験が

乏しい、喫煙や飲酒などの健康リスクについて知識が乏しいなどの問題を抱えているこ

とがある。このため、当該妊婦から、健康リスクや不適切な生活習慣の有無、出産や出

産後の子育てに関して不安に思っていることの有無などを確認し、必要に応じて医療機

関や関係機関と連携しながら、母体の健康管理を行うとともに、妊娠期の経過などを具

体的に説明しつつ、安全な出産に備える必要がある。また、各種地域子ども・子育て支

援事業の紹介、家庭支援事業の活用など、具体的かつきめ細かな支援を行うことが重要

である。  

 

⚫ 流産・死産や出生後すぐにこどもを亡くされた方とそのご家族 

 流産・死産された方についても、「妊婦のための支援給付」の支給対象となることか

ら、市町村の窓口においては、適切な対応が求められる。この際、流産・死産された方

は、乳児等がいる場に精神的負担を感じるという指摘もあるため、給付金の申請等につ

いて、オンラインや電話での対応を行う、対面での面談を実施する場合には別室に案内

する等の配慮が必要である。 

また、産前・産後に妊産婦向けに届く支援の案内やアンケート等が、妊娠を継続して

いる、または無事出産したことを前提としているために、流産・死産経験者が心を痛め

ることもある。流産等をされた妊産婦に対して、出産を前提とした案内等が届くことが

ないよう配慮するとともに、流産・死産をされた方向けのメッセージや案内を別途作成
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するといった工夫や、関係職員への研修を実施するなど、流産・死産を経験された方に

十分な配慮ができるよう体制を整備する必要がある。加えて、流産・死産後に、精神面

で課題を抱える場合には適切な医療機関へ、また、必要に応じてピアサポートグループ・

自助グループ等へもつなぐことができるよう、事前につなぎ先を把握しておくことが望

ましい。 

流産・死産された方への対応については、令和３年度子ども・子育て支援推進調査研

究事業「子どもを亡くした家族へのグリーフケアに関する調査研究」により作成された

「自治体担当者のための子どもを亡くした家族への支援の手引き」を参考にされたい。 

また、こども家庭庁において、流産・死産等をされた方向けに本事業と妊婦のための

支援給付に関するリーフレットを作成している。医療関係団体にはリーフレットを用い

て市町村の窓口を訪ねることを案内していただくよう協力のお願いをしており、市町村

は給付金の申請と併せて面談の機会を提供するなど、必要な支援につなげる対応を行う

ことが必要である。リーフレットを持参された方がいる場合は、グリーフケア等が必要

であると認識をもった上での対応が必要であり、下記の手引きも参照しながら、十分配

慮した体制整備や対応を心掛ける必要がある。 

 

自治体担当者のための 

子どもを亡くした家族への支援の手引き 

- 流産・死産・人工妊娠中絶を含む子どもの死 – 

https://cancerscan.jp/wp-

content/uploads/2022/03/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E6%8B%85%E5%

BD%93%E8%80%85%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%94%A

F%E6%8F%B4%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D.pdf 

  

https://cancerscan.jp/wp-content/uploads/2022/03/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E6%8B%85%E5%BD%93%E8%80%85%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D.pdf
https://cancerscan.jp/wp-content/uploads/2022/03/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E6%8B%85%E5%BD%93%E8%80%85%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D.pdf
https://cancerscan.jp/wp-content/uploads/2022/03/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E6%8B%85%E5%BD%93%E8%80%85%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D.pdf
https://cancerscan.jp/wp-content/uploads/2022/03/%E8%87%AA%E6%B2%BB%E4%BD%93%E6%8B%85%E5%BD%93%E8%80%85%E3%81%AE%E3%81%9F%E3%82%81%E3%81%AE%E6%94%AF%E6%8F%B4%E3%81%AE%E6%89%8B%E5%BC%95%E3%81%8D.pdf
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（給付金と相談窓口の案内） 
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⚫ 精神疾患のある妊産婦 

 精神疾患のある妊産婦への対応については、産科との連携に加え、精神科や心療内科

などとの連携も行いながら、妊娠・出産に関する部分のみならず、妊産婦の日常生活に

対する支援も視野に入れてサポートすることが望ましい。また、ネグレクトなど子育て

期のリスクも高いことが想定されるため、早期から関係機関と連携できる体制を整える

ことが重要である。 

 

⚫ 外国にルーツを持つ妊産婦 

 外国にルーツを持つ妊産婦については、言語や文化の違いから、支援につながりにく

い妊産婦が少なからず存在する。また支援につながる際にも言語のみならず子育ての考

え方の隔たりなどから、外国にルーツをもつ妊産婦の対応に苦慮している市町村が多い

と想定されるが、提供する情報の外国語への翻訳や AI 翻訳機の使用などで対応しなが

ら妊産婦と面談者の意思疎通が図られる例も増えている。こうした情報伝達の工夫に加

え、日本の妊娠から子育てにおける基本的な仕組みやルールが理解されていない場合や、

周囲に頼れる人がおらず孤立してしまう場合については、文化的な背景の違いにも配慮

しながら、多様な文化に対応できるよう地域における子育て環境の整備が求められる。

あらかじめ市町村内で外国語対応が可能な支援サービスを明確にし、情報提供できるよ

うに準備する必要がある。 

 

〔取組事例〕 

○ 外国籍の住民向けの情報提供の例 

参考資料【６】参照 

 

⚫ 予期せぬ妊娠をした妊産婦 

予期せぬ妊娠をした妊産婦については、様々な事情によりこどもを育てられない場合

や、未婚である場合、すでに多くのこどもを養育している等による経済的困窮状態にあ

る場合など、多様な対応が必要となる場合が想定される。乳幼児や子育てへの拒否的態
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度を示す場合や、複雑な家庭事情の場合などは特に注意して状況を把握する必要がある。

また、こうした状況では、虐待等につながるリスクが高いため、児童福祉機能に加え、

医療機関との密な連携を取り支援にあたることが望まれる。 

 

⚫ ダブルケアに該当する妊産婦 

 子育て期にあたる者が親の介護も同時に担っている「ダブルケア」に該当する場合に

は、体力的・精神的に大きな負担を抱えているだけではなく、相談先がわからず孤立し

てしまうことが想定される。妊娠・出産に関する内容のみを聞き取っていても把握でき

ない場合があるため、面談時には妊婦の抱える不安や問題の背景を詳細に聞き取り、子

育ての他に支援が必要な状況の有無を把握することが重要となる。ダブルケアに該当す

る場合には、出産・子育てに関連する支援に加え、介護に関して提供可能な支援も把握

し、必要な支援につなげることが望ましい。地域包括支援センター（介護保険法に基づ

き市町村が設置する高齢者の支援窓口）などとの連携体制を構築することが重要である。 

 

⚫ ひとり親家庭やステップファミリーなど 

ひとり親家庭は、子育てと生計の維持を一人で担っていることから、様々な困難を伴

う場合がある。ステップファミリーの場合も、親子共に環境や生活の変化にとまどった

り、家族を含めた周囲との関係に悩んだりする可能性が想定される。親とこども双方の

福祉の視点から、生活に関連する支援などそれぞれが抱える課題に対応した支援を行う

ことが望ましい。 

 

⚫ 生活困窮世帯 

 困窮世帯については、経済面での困難に加え、背景として若年妊娠やパートナーの就

労状況の問題など、別の問題が存在するケースが多い。経済面の支援にとどまらず、そ

の原因となっている問題を把握し支援につなげることが望ましい。生活に困っている方

の相談を受け付け、ひとりひとりの状況に合わせて、仕事の支援、家賃相当額の支給な

どの住まいの支援、家計の立て直しの支援などさまざまな支援を提供する生活困窮者自
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立支援制度への連携も考慮されたい。 

生活困窮者自立支援制度 ｜厚生労働省 

 

12. 利用勧奨に係る工夫 

 対象者が本事業を積極的に利用することは、必要な家庭に、効果的かつ継続的な支援

を届けるために大変重要である。利用勧奨に係る具体的な工夫については下記取組事例

も参照にしつつ、各市町村に適したものを実施されたい。なお、これら事例はあくまで、

本事業につなげるための取組であることから、市町村にはこうした工夫と併せて、本事

業自体の実施効果をしっかりと対象者が実感でき、フィードバックするような取組が求

められる。 

 

 〔取組事例〕 

○ 身近な子育て支援機関とつながるためのギフトの給付 

参考資料【７】参照 

 

13.情報保護・情報共有 

里帰り出産や転入・転出などの場合には、妊婦及び配偶者等に関する相談内容等の情

報について、市町村・委託機関・医療機関等と共有することが想定される。転出予定の

妊婦が転出先市町村での面談等を希望している場合には、転出先市町村へ、関連する情報を

引継ぎ共有し、転出先市町村において面談等を実施することが望ましい。 

情報共有については、紛争の未然防止の観点から、妊婦給付申請時に情報連携項目を

確認した上で、個人情報保護法等に則り、本人の同意を得ることが必要である。支援に

おいて得られた対象者の情報（４.妊娠の届出時の面談等で用いる記入済みのアセスメ

ントシートや、その他市町村独自で行うアンケートの解答用紙等含む）は、利用者のプ

ライバシー保護に十分留意し、連携する他機関との間においても慎重な情報の取扱いが

求められる。収集した個人情報は市町村の個人情報保護条例に基づき適切に取り扱うこ

と。 

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000059425.html
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ただし、虐待・ハイリスク（児童虐待のリスクが明らかに高い）の場合など要保護児

童対策地域協議会（以下「要対協」という。）に登録して対応する必要のあるものにつ

いては必ずしも本人の同意を必要としない。 

情報共有においては、上述の通り本人の同意を得ることが基本となるが、児童福祉法

において必要な情報提供の根拠規定とともに構成員の守秘義務が法定されている要対

協の場を活用し、日常的な情報共有が必要な関係機関を要対協の構成員としてあらかじ

め位置づけておくことも、情報共有の円滑化の工夫として効果的であると考えられる。

こうした工夫により、支援を必要とするこども・家庭に関する情報が集まり、ともに連

携して継続的に支援していく協力体制をつくっていくことが重要である。 
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4. 参考資料  

（取組事例） 

【１】既存のツールを用いた予約の受付 

 予約の受付に活用されているツールの一例として、電子申請システム「LoGo フォ

ーム（ロゴフォーム）」があげられる。 

「LoGo フォーム（ロゴフォーム）」は、地方公共団体等が公式サービスとして提供

する電子申請サービスのシステム名称であり、株式会社トラストバンクが開発・提供

を行っている。スマートフォンやパソコンから 24 時間いつでもオンライン手続きを

することができ、実際に活用している自治体も多い。 

 

「LoGo フォーム（ロゴフォーム）」の画面イメージ 
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【２】市町村独自のツールを用いた情報発信（東京都東村山市） 

東村山市にて独自で作成しているポータルサイトにて、各種手続きや相談予約が可能

になっている。また、同ツールを利用しオンライン面談を受けることも可能である。 

 

「たのしむらやまポータル」の画面イメージ 
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「たのしむらやまポータル」のチラシ 
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【３】ガイドブックやアプリによる情報発信（千葉県松戸市） 

子育てに関する情報をまとめたガイドブックや独自アプリ等を活用。妊娠期から子育

て期にかけて、必要な情報を体系的に得られる。既存のメッセージアプリ等を活用して

対象者とつながることで、対象者それぞれの時期に応じた情報発信も可能。 

 

・ガイドブック 

こどもの健診、遊び場、預けられる施設など、子育てに関する情報が一冊にまとめられ

ている。掲載内容は、まつどの子育て（まつどの子育ての特徴や年齢別サポート一覧表

などを掲載）、子育ての相談窓口（子育てに関する相談ができる場所を掲載）、妊娠・出

産（妊娠から出産後の健診・諸手続きの流れを掲載）、親子の遊び場（気軽に行ける施

設や公園・図書館などを掲載）、保育所（園）・幼稚園・小学校・放課後児童クラブ・放

課後 KIDS ルーム（学校施設を活用して、小学生が放課後等に学習や読書、体験活動を

する居場所）等の一覧（施設一覧や利用方法について詳しく掲載）、こどもを一時的に

預けられる施設（預けられる施設と利用方法について詳しく掲載）、医療機関一覧（産

婦人科・小児科・小児歯科一覧のほか、緊急医療対応機関等も掲載）など。 

「松戸市子育てガイドブック」のイメージ 
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・独自アプリ 

予防接種のスケジュール管理、母子健康手帳の記録、松戸市の子育て情報やイベント

情報の提供、出産や育児に関するアドバイスの提供などが可能。 

 

「まつど DE子育てアプリ（母子モ）」のイメージ 
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・LINE での情報提供 

妊婦や子育て中の保護者が安心して出産や子育てができるよう、おなかの赤ちゃんの様

子や生まれたこどもの成長・発達に関すること、母親の体調管理や子育てアドバイスなど、

その時期に必要な情報を LINE で配信している。配信内容は専門家（小児科医、産婦人科

医、管理栄養士等）の監修を経て作成されている。 

 

「まつど DE 子育て LINE」のイメージ 
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【４】支援拠点の設置と連携（広島県東広島市） 

２回目面談等を、こども家庭センターや各地に設置している支援拠点、道の駅、図書

館、地域子育て支援拠点で実施している。支援拠点は 12 か所設置しており、面談の一

部をそこで実施している。12 か所のうち、7 か所は委託、5 か所は市の直営である。９

か所には、こども家庭センターの母子保健コーディネーターが巡回し、残り３か所には

母子保健コーディネーターが常駐している。妊婦等対象者リストを各拠点と共有し、対

象者管理を行っている。ハイリスク者等気になる妊婦については、自治体の地区担当保

健師が、月 1～2 回、各拠点の担当者とミーティング等により情報連携を行っている。 

 

 

出産・育児サポートセンターの案内チラシ 
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【５】マイ・サポート・スペース（千葉県松戸市） 

 妊婦及び概ね 0 歳から 2 歳の保育園などの保育サービスを利用していないこどもが

いる家庭が、「身近に相談したり利用できる場所」として登録した、「おやこ DE 広場」、

「子育て支援センター」、「ほっとるーむ」（３施設ともに、松戸市が展開する子育て支

援施設）を「マイ・サポート・スペース」と呼称している。 

「マイ・サポート・スペース」へ登録した施設に来館した方に、家事育児支援券（無

料券）等のプレゼントを配布している。 

 

「マイ・サポート・スペース」のチラシ 
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マイ・サポート・スペース登録プレゼント引換券 
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【６】外国籍の住民向けの情報提供（大分県豊後高田市） 

外国人相談窓口の設置 

https://bic-bizcoop.jp/sodan/ 

 

豊後高田市と豊後高田商工会議所、株式会社トヨ・テックにより立ち上げた「豊後高田 

International Contribution 事業共同組合」が、外国人が安心して過ごせるように「外

国人相談窓口」を開設。ベトナム語、ミャンマー語、中国語、インドネシア語の通訳が

在籍。翻訳機を用いて、フィリピン語、韓国語、英語、モンゴル語、カンボジア語、ネ

パール語でも相談可能。 

 

Web ページのイメージ 

 

 

  

https://bic-bizcoop.jp/sodan/
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【７】身近な子育て支援機関とつながるためのギフトの給付（兵庫県淡路市） 

子育て家庭の経済的負担の軽減を図るとともに、同世代のこども同士、親同士が交流

でき、気軽に集い遊べる場、子育ての悩み・心配事を相談できる場（施設）の利用推進

を目的に紙おむつ（M サイズ、テープタイプもしくはパンツタイプ）をこども 1 人に

つき 1 袋（パック）限定で配布している。 

受取場所は、市内子育て学習センター（津名・岩屋・北淡・一宮・東浦）、こどもサポ

ートセンターまあるく（NPO 法人淡路島ファミリーサポートセンターまあるく）。 

 

（※本事業の対象となる条件は、こどもの出生日が令和 6 年 4 月 1 日～令和 7 年 3 月

31 日までであること及び出生日時点で保護者が淡路市に居住していること） 

 

オムツ受取場所の案内 
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